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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

（提出会社の状況） 

 

回 次 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 (百万円) 84,287 86,463 78,510 72,720 78,041

経常利益 (百万円) 463 201 581 905 1,495

当期純損益 (百万円) △2,906 △6,877 360 △9,215 911

持分法を適用した場合の 
投資利益 

(百万円) 15 24 4 19 3

資本金 (百万円) 4,321 4,321 4,321 6,432 6,432

発行済株式総
数 

普通株式 (千株) 44,250 44,250 44,250 44,250 44,250

優先株式 （千株） ― ― ― 24,000 24,000

純資産額 (百万円) 8,776 1,789 2,378 5,299 5,525

総資産額 (百万円) 93,663 88,573 73,020 63,195 54,085

１株当たり純資産額 (円) 198.37 40.49 53.83 △151.78 △146.74

１株当たり配当額 
(うち１株当たり中間配
当額) 

(円) 
― 
(―) 

―
(―) 

―
(―) 

― 
(―) 

―
(―) 

１株当たり当期純損益 (円) △65.68 △155.50 8.17 △208.66 20.65

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― 6.68

自己資本比率 (％) 9.4 2.0 3.3 8.4 10.2

自己資本利益率 (％) ― ― 17.32 ― 16.84

株価収益率 (倍) ― ― 16.65 ― 15.30

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △2,570 △3,812 8,385 4,295 263

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 34 △173 2,597 519 1,078

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 759 3,015 △9,101 △3,504 △5,126

現金及び現金同等物の 
期末残高 

(百万円) 4,459 3,488 5,369 6,679 2,895

従業員数 (人) 804 781 680 654 643



(注) １．当社は連結財務諸表を作成していないので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載していない。 

２．売上高には、消費税等は含まれていない。 

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、第60期から第62期については新株予約権付社債等潜在株式がないため記載して

いない。第63期については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失であるため記載していない。 

４．第60期・第61期・第63期は当期純損失であるため、自己資本利益率、株価収益率及び配当性向は記載していない。 

５．従業員数は、就業人員数を表示している。 

６．平成14年３月期は自己株式を資本に対する控除項目としており、また、１株当たり純資産額、１株当たり当期純損益の各

数値は発行済株式総数から自己株式数を控除して計算している。 

７．平成15年３月期から、１株当たり純資産額、１株当たり当期純損益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に当

たっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用している。 

  



２ 【沿革】 

明治40年３月、初代真柄要助(現社長の曾祖父)が金沢市において個人企業として土木建築請負業「真柄組」を創業

し、その後、昭和９年３月に二代目真柄要助(現社長の祖父)が事業を継承し、昭和18年６月に組織を改め、資本金60

万円で「株式会社 真柄組」を設立し、本社を金沢市に、支店を東京都に設置した。 

その後の主な変遷は次のとおりである。 

  

昭和22年４月 大阪支店を開設 

昭和24年10月 建設業法により総合建設業として建設大臣登録(イ)第123号の登録を完了 

昭和24年12月 名古屋支店を開設 

昭和37年９月 真柄建設株式会社に商号変更 

昭和38年１月 当社株式を大阪証券取引所市場第二部に上場 

昭和38年８月 当社株式を名古屋証券取引所市場第二部に上場 

昭和38年12月 本社ビルが現在地(金沢市彦三町)に完成し、本社を移転 

昭和41年４月 当社株式を東京証券取引所市場第二部に上場 

昭和42年２月 事業目的に不動産事業を追加 

昭和45年11月 営業活動の中枢機能強化のため、東京本社を設置 

昭和46年３月 宅地建物取引業法により宅地建物取引業者として建設大臣免許(１)第876号を取得(以後

３年ごとに免許更新) 

昭和47年２月 東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所とも市場第一部に指定される。 

昭和47年９月 建設業法の改正に伴い、建設大臣許可(特―47)第100号を受けた。(以後３年ごとに更

新) 

昭和62年12月 事業の拡大と多様化に備え、事業目的の整備とゴルフ場、スポーツ施設等の保有・経

営、コンピューターソフトウエアの開発・販売等の追加を行った。 

昭和63年12月 決算期を９月30日から３月31日に変更 

平成５年４月 九州支店を開設 

平成８年９月 建設大臣許可(特―８)第100号の許可を受けた。(以後５年ごとに許可更新) 

平成10年３月 建設大臣免許(10)第876号の免許を受けた。(以後５年ごとに免許更新) 

平成15年10月 名古屋証券取引所の株式上場を廃止した。 



３ 【事業の内容】 

当社グループは、当社、関連会社４社で構成され、建設事業及び不動産事業を主な事業の内容としている。各事業
における当社及び関連会社４社の位置付けは次のとおりである。 

  
〔事業系統図〕 
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりである。 

 
  

「建設事業」   

建設、土木工事等の請負 当社は総合建設業を営んでおり、施工する工事の一部にあたる鋼製建具工
事、杭工事、設備工事等については、㈱真和を、舗装工事は石川舗道㈱を見
積りに参加させ、発注している。また㈱真和からは工事の一部を受注してい
る。 

建設資材の販売 ピーエムコンクリート㈱は生コンクリートの製造販売を、㈱真和はコンクリ
ート二次製品、その他鉄筋等の販売を営んでおり、当社は各社から工事施工
に伴う資材を購入している。 

  
「不動産事業」 

  

不動産の売買等 当社の不動産事業について、不動産売買時の仲介を㈱真和に依頼している。 
不動産の開発 宅地造成等の開発事業について、一部㈱真和との共同事業等を行っている。 
不動産の賃貸管理 当社の所有する不動産賃貸物件について、㈱真和に管理業務を委託してい

る。 
  
「その他の事業」 

  

保険代理店業務 ㈱真和は損害保険代理店業務を営んでおり、当社及びピーエムコンクリート
㈱が保険契約を締結している。 

ゴルフ場経営 白山ゴルフ㈱は、ゴルフ場の経営を行っている。 



４ 【関係会社の状況】 

  
  

５ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

  

(2) 労働組合の状況 

真柄建設株式会社職員組合と称し、昭和23年３月６日結成され、平成18年３月末現在の組合員数は534人であり、

結成以来円満に推移しており、同組合との間には特記すべき事項はない。 

  

  
名 称 

  
住 所 

資本金 
(百万円) 

主要な事業
の内容 

議決権の所有
(又は被所有)
割合(％) 

  
関係内容 

  
石川舗道㈱ 

  
(注)１ 

石川県小松市 30 建設事業 19.6
当社施工工事の発注 
役員の兼任・１名 

  

㈱真和 
  

(注)２ 

石川県金沢市 50 
建設事業
不動産事業 
その他の事業 

25
［ 14 ］ 

当社施工工事の発注、資材購

入、建設工事の受注、不動産の

販売、保険の契約 
役員の兼任・１名 

ピーエムコン
クリート㈱ 

石川県白山市 50 建設事業 39

  
資材購入 
役員の兼任・１名 
  

  
白山ゴルフ㈱ 

  
(注)１・２ 

石川県能美市 200 その他の事業
19.9

［ 3.7 ］ 

  
ゴルフ場施設工事の受注 
  

(注) １.持分は100分の20未満であるが、実質的な影響力をもっているため関連会社としたものである。 
  ２.議決権の所有割合の［ ］内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっている。 

    (平成18年３月31日現在)

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

643 45.5 19.7 5,686,998 

(注) １．従業員数は就業人員である。 
 ２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。

      



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当事業年度におけるわが国経済は、企業業績の改善に伴い製造業を中心に設備投資が堅調に推移し、また雇用

動向についても有効求人倍率が急速に改善され、加えて個人消費も持ち直しの動きが見られたことにより、政府

のデフレ対策の一環であった「金融の量的緩和策」の解除など、景気回復の色合いが一層強まる状況で推移し

た。 

建設業界においては、企業の設備投資が増加しているものの、公共投資は依然減少基調が続き、受注競争は一

段と激化が進み、引き続き厳しい経営環境で推移した。 

当社はこのような状況のもとで、一昨年に策定した「中期経営改善計画」（平成16年度～平成19年度までの4年

間）の二年目となる当期において、①収益体制の見直し並びに販売費及び一般管理費の削減による営業利益18億

円の確保、②不動産等の売却による有利子負債の削減を推し進め、計画の早期達成に向けて取り組んできた。 

なお、本計画における平成17年度の主要な計画値は、受注高683億円、売上高762億円、経常利益13億4百万円、

当期純利益9億4百万円であり、総力をあげて計画達成に向けた取り組みを展開した。 

受注高については、官公庁工事は減少したものの、民間工事の増加により、763億1千7百万円（前事業年度比

6.4％増）となった。建築・土木別の内訳は、建築工事80.5％、土木工事19.5％、また、発注者別内訳は、官公庁

工事21.7％、民間工事78.3％である。 

売上高については、建設事業の完成工事高768億3千4百万円（前事業年度比6.6％増）と不動産事業等売上高12

億6百万円（前事業年度比91.6％増）をあわせた総売上高は780億4千1百万円（前事業年度比7.3％増）となった。

完成工事の建築・土木別内訳は、建築工事78.3％、土木工事21.7％である。 

この結果、建設事業における次年度への繰越高は661億5千4百万円（前事業年度比0.8％減）となった。 

利益については、本計画の基本方針である総合一貫管理の継続と徹底の鋭意遂行、また有利子負債の削減によ

る支払利息の減少により、営業外損益が大幅に改善し、経常利益は14億9千5百万円（前事業年度比65.2％増）と

なった。また、退職金制度全体を見直し、新制度へ移行したことにより厚生年金基金解散益1億8千9百万円、適格

年金終了損5千8百万円を特別損益に計上し、地価下落に伴う販売用不動産評価損1億2千1百万円、貸倒引当金繰入

額9千8百万円等を特別損失に計上したが、当期純利益は9億1千1百万円となり、平成17年度の主要計画値である受

注高、売上高、経常利益、当期純利益の全ての数字を達成することができた。 

 



  

(2) キャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、大型工事の代金回収条件が翌期に集中したため収入超過は前事業年度

を下回り2億6千3百万円となった。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、総資産の圧縮を図るため、固定資産の売却を推し進めたことにより、

10億7千8百万円の収入超過となった。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度同様に有利子負債の削減のため、借入金の返済を推し進め

たことにより、51億2千6百万円の支出超過となった。 

  

これにより当事業年度の「現金及び現金同等物の期末残高」は、28億9千5百万円となった。 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

  

（１）建設事業における受注工事高及び施工高の状況 

① 受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高 

  

② 受注工事高の受注方法別比率 

工事の受注方法は、特命と競争に大別される。 
  

(注) 百分比は請負金額比である。 

 

期 別 工事別 
前期繰越
工事高 
(百万円)

当期受注 
工事高 
(百万円) 

計
(百万円)

当期完成
工事高 
(百万円)

次期繰越工事高
当期 
施工高 
(百万円) 

手持工事高
(百万円) 

うち施工高 
比率
(％) 

金額 
(百万円) 

前事業年度 
(自平成16年 

４月１日 
至平成17年 

３月31日)

建築 47,684 58,045 105,730 56,940 48,789 16.6 8,106 55,997 

土木 19,337 13,694 33,031 15,149 17,881 33.4 5,980 14,501 

計 67,022 71,739 138,762 72,090 66,671 21.1 14,086 70,498 

当事業年度 
(自平成17年 

４月１日 
至平成18年 

３月31日)

建築 48,789 61,454 110,244 60,173 50,071 21.1 10,581 62,648 

土木 17,881 14,862 32,744 16,661 16,083 28.5 4,590 15,271 

計 66,671 76,317 142,989 76,834 66,154 22.9 15,171 77,919 

 (注) １．前事業年度以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合は、当期受注工事高に

その増減額を含む。したがって、当期完成工事高にもかかる増減額が含まれる。 
２．次期繰越工事高の施工高は支出金により手持工事高の施工高を推定したものである。 
３．当期施工高は(当期完成工事高＋次期繰越施工高－前期繰越施工高)に一致する。 

期別 区分 特命(％) 競争(％) 計(％) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

建築工事 6.7 93.3 100 

土木工事 15.9 84.1 100 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

建築工事 9.8 90.2 100 

土木工事 9.3 90.7 100 



③ 売上高 

イ 完成工事高 

(注) １．完成工事のうち主なものは、つぎのとおりである。 

  前事業年度 請負金額３億円以上の主なもの 

  当事業年度 請負金額４億円以上の主なもの 

２．前事業年度及び当事業年度ともに完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はない。 

  

ロ 不動産事業等売上高 

 

期別 区分 
官公庁
(百万円) 

民間
(百万円) 

計 
(百万円) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

建築工事 14,218 42,721 56,940 

土木工事 12,200 2,949 15,149 

計 26,419 45,670 72,090 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

建築工事 6,687 53,486 60,173 

土木工事 12,613 4,047 16,661 

計 19,301 57,533 76,834 

  文部科学省 金沢大学医学部附属病院中央診療棟新営工事（軸）

  石川県 広域営農団地農道整備事業羽咋地区山崎工区トンネル工事 

  国土交通省 外務本省改修（０１）建築工事

  国土交通省 圏央道改良その１０（つくば市大井地区）工事

  河内長野市 三日市町駅前西地区第二種市街地再開発事業施設建築物建設工事 

  独立行政法人都市再生機構 15－（仮称）東豊中第１団地（１－１工区）他２団地土木その他工事 

  国土交通省 Ｈ１５刈谷地方合同庁舎建築工事

  名古屋高速道路公社 県道高速清洲一宮線西春南（その３）工区床版工事

  かほく市 かほく市立宇ノ気中学校改築工事（建築）

  石川県 大聖寺川総合開発事業九谷ダム建設工事

  大倉建設㈱ （仮称）グラン・コート茅ヶ崎新築工事

  
独立行政法人 鉄道建設・運
輸施設整備支援機構 

東北幹、八甲田Ｔ（大坪）他１

  滋賀県五個荘町 五個荘小学校校舎改築工事

  国土交通省 平成１６－１７年度野老山第１高架橋工事

  医療法人社団 綾和会 浜松南病院新築工事

期別 区分 
売上高
(百万円) 

主な物件 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

不動産販売 120 福岡市西区野方 土地 他 

不動産賃貸収入他 509

計 629

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

不動産販売 783 横浜市戸塚区原宿 土地 他 

不動産賃貸収入他 423

計 1,206



④ 手持工事高 (平成18年３月31日現在) 

(注) 手持工事のうち請負金額５億円以上の主なものは、つぎのとおりである。 

  

区分 
官公庁 
(百万円) 

民間
(百万円) 

計 
(百万円) 

建築工事 5,737 44,333 50,071 

土木工事 11,518 4,565 16,083 

計 17,255 48,899 66,154 

  
七尾駅前第二地区市街
地再開発組合 

七尾駅前第二地区第一種市街地再開発事業に伴う施設
建築物等整備工事 

平成18年６月17日完成予定 

  石川県 町野川総合開発事業北河内ダム建設工事 平成23年３月10日完成予定 

  野村不動産㈱ （仮称）新横浜２丁目プロジェクト新築工事 平成18年11月20日完成予定 

  東日本高速道路㈱ 上信越自動車道永江トンネル工事 平成20年10月31日完成予定 

  国土交通省 滋賀県警察病院本館建築工事 平成20年２月20日完成予定 

  阪神水道企業団 甲山調整池築造工事 平成18年６月30日完成予定 

  
独立行政法人 水資源
機構 

豊川用水二期西部幹線併設水路新宮工区工事 平成20年７月18日完成予定 



３ 【対処すべき課題】 

今後のわが国経済は、企業収益の改善、設備投資の増加等、民間需要主導の景気回復が続くものと見込まれるが、

原油など商品市況上昇及び金利上昇の影響が懸念され、不透明感の残る状況が続くものと推察される。 

建設業界においては、引き続き公共工事の予算縮小及び価格競争の激化は進み、経営環境は厳しい状況が続くもの

と思われる。 

こうしたなか、当社は、平成15年4月よりスタートした中期経営計画をさらに推し進めるために、「総合一貫管理の

継続と徹底」「財務体質の健全化」を基本方針とする「中期経営改善計画」（平成16年度～平成19年度までの4年間）

を平成16年10月に策定した。平成16年度には、保有資産の洗い出しを行い、減損会計の早期適用を含め、財務体質の

健全化を図る一方、優先株式の発行により自己資本の増強を行い、平成17年度では、主要計画値である受注高、売上

高、経常利益、当期純利益の全ての数字を達成することができた。 

本年度以降においても引き続き本計画に基づき、以下の施策を遂行することにより、安定的に収益を上げ、持続的

に発展する企業を目指す。 

① 収益体制の見直し 

イ 中期経営計画の基本方針である受注戦略策定の段階から受注の確保、施工・利益管理の徹底を一貫して実施

し、一方で販売費及び一般管理費並びに金利を含めた総合的な一貫管理体制を、継続的かつ徹底的に実施し、営

業利益18億円を確保し、更なる収益の向上を図っていく。 

ロ 組織体制の再チェックを実施、業務の見直し及び人員の適正配置等により、平成15年3月期販売費及び一般管理

費42億円に対し、計画最終年度の平成20年3月期においては販売費及び一般管理費約11億円の削減を図り、31億円

を計画している。 

② 財務体質の健全化 

不動産等の売却による有利子負債の削減を推し進めていく。 

③ その他 

平成15年４月スタートの中期経営計画の実施項目である建築・土木・リニューアル部門の成長分野への取り組み

に対して、当社では工業跡地などの土壌汚染浄化事業、免震エンジニアリング（大地震時にそのまま建物機能を維

持する構造技術）、ＭＢＭ工法（建物と地盤を防振ゴムで絶縁し地盤から伝わる交通振動を減衰させる技術）、屋

上緑化、ミクロ工法（中小都市が抱える狭く曲がりくねった道路環境に適合した小口径推進工法）など保有する技

術で受注の拡大を図っているところである。 

また、本年４月より建築・土木本部に提案型営業の推進を目的とする事業企画推進部を新設した。当社の施工実

績をベースに、顧客満足を徹底的に追及し、事業基盤を強化していく。 

さらに、能力重視主義に対する社員個々のレベルアップは、継続的に行っていく。 

 



４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項は、以下のようなものがある。 

なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものである。 

(1) 財政状態及び経営成績の異常な変動 

① 現在のわが国経済は、景気の回復やデフレ脱却が窺われるが、建設業界においては依然として建設需要の縮

小に加え、公共工事の予算削減が進んでいる。このような状況が続けば、今後の当社の業績及び財政状態に影

響を及ぼすことがある。 

② 上述のように建設市場が縮小停滞の中、当社は従来以上に競争意識を高め、選別受注による利益確保を目指

しているが、多数の建設業者がひしめき合い、受注競争が以前にも増して激化していくものと思われる。この

ような状況下では、受注計画の一部が未達になる可能性は否めず、今後の当社の業績及び財政状態に影響を及

ぼすことがある。 

③ 有利子負債の削減を積極的に推し進めているが、インフレによる金利の上昇局面では、収益を圧迫し、業績

に影響を及ぼすことがある。 

④ 保有している不動産において、地価下落傾向が続けば、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼすことがあ

る。 

⑤ 景気の動向によって、顧客の財政状態が悪化し、支払能力が低下した場合、または担保不動産価値の下落に

より、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼすことがある。 

(2) 法規制等 

建設業法において、建設業者は経営事項審査を受審することになっており、審査の結果によっては、公共工事

の受注に影響を及ぼすことがある。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

特記事項なし。 

  

６ 【研究開発活動】 

当社における研究開発は、建築技術研究所、土木技術研究所を中心に進めている。 

建設業においては住宅や社会資本の整備を通じて、豊かな国民生活と活力ある経済社会を実現する使命を担ってお

り、その中での研究開発にも大きな期待が寄せられている。 

また、少子高齢化や深刻化する環境問題、また既存の社会資本の維持管理など経済社会の急速な変化に対応すると

ともに、私達の周りを良好な環境を保全するなどを考慮しながら次の研究を展開している。 

なお当技術研究所では、建築工学に関する解析・設計・施工についての研究のみならず、自然環境や生活環境に配

慮すると共にお客様や社会の様々なニーズに対応し、満足いただけるための技術研究に取り組んでいる。 

(1) 環境への取組 

調査から浄化まで状況に最適な技術を選択し、様々な物質による汚染土の浄化技術の開発 

休止焼却炉の解体、撤去技術の開発、地下水浄化技術の開発 

 



都市のヒートアイランド現象の緩和と住環境の向上を目的とした屋上緑化技術、壁面緑化技術の開発、ＣＯ２排

出量抑制のための小型風力発電の有効活用 

(2) 生活環境への配慮 

免震構造については大型建物のみならず、住宅などにも適用できる免震構造の開発 

免震建物の地震観測などの地震と建物について調査研究 

交通振動低減により住環境の向上対策 

(3) コンクリート構造物の劣化診断 

コンクリート構造物の劣化対策の調査および劣化診断技術の開発 

(4) その他 

下水道管路の改築、更新技術の開発 

炭素繊維集成板によるコンクリート構造物の補修や補強技術の開発 

ジオテキスタイルによる盛土強化の解析 

柱はＲＣ構造・梁はＳ構造としたハイブリット構造の実用化への試みなど 

なお、当事業年度における研究開発費は約7千万円である。 

  

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものである。 

(1) 重要な会計方針及び見積り 

当社の財務諸表は、わが国において一般的に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成している。この財

務諸表の作成にあたり、工事進行基準の適用、販売用不動産、貸倒引当金、繰延税金資産の回収可能性などについ

ては、決算日における資産・負債の報告数値、報告期間における収入・費用の報告数値に影響を与える見積り及び

判断・評価を行っている。 

なお、見積り及び判断・評価については、過去実績や状況を勘案して合理的と考えられる要因等に基づき行って

いるが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は異なることがある。 

(2) 財政状態 

当事業年度においては、中期経営改善計画の実施に従い、財務体質の健全化を図るため、固定資産の売却および

借入金の返済を推し進めた結果、当事業年度末の資産合計は540億8千5百万円（前事業年度比14.4％減）、負債合計

は485億6千万円（前事業年度比16.1％減）、資本合計は55億2千5百万円（前事業年度比4.3％増）、有利子負債残高

（受取手形割引高を含む）は、119億5千1百万円（前事業年度比32.5％減）となり、本計画は順調に推し進められて

いる。 

(3) 経営成績 

当社の当事業年度の経営成績は、受注高については、官公庁工事が減少したものの、民間工事の増加により763億

1千7百万円（前事業年度比6.4％増）となり、売上高は、780億4千1百万円（前事業年度比7.3％増）となった。 

損益面においては、売上高の増加、並びに販売費及び一般管理費が前事業年度より5.6％削減したことにより、営

業利益は18億9千4百万円（前事業年度比8.3％増）となった。また、有利子負債の削減に伴い支払利息が減少したこ

とにより営業外損益が改善した結果、経常利益は14億9千5百万円（前事業年度比65.2％増）と大幅に増加した。ま

た、退職金制度全体を見直し、新制度へ移行したことにより厚生年金基金解散益1億8千9百万円、適格年金終了損5

千8百万円を特別損益に計上し、地価下落に伴う販売用不動産評価損1億2千1百万円、貸倒引当金繰入額9千8百万円

等を特別損失に計上したが、当期純利益は9億1千1百万円となり、平成17年度の主要計画値である受注高、売上高、

経常利益、当期純利益の全ての数字を達成することができた。 

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

当社の主な資金需要は、外注費や材料費などの工事原価や販売費及び一般管理費などである。これらについて



は、工事代金（前受金）入金等の営業活動によるキャッシュフローで補うが、入出金のタイミングによっては借

入金に依存することがある。 

当事業年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローは、大型工事の代金回収条件が翌期に集中したため

収入超過は前事業年度を下回り2億6千3百万円となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、総資産の圧縮を図

るため、固定資産の売却を推し進めたことにより、10億7千8百万円の収入超過となった。前事業年度に引き続き有

利子負債の削減のため、借入金の返済を推し進めた結果、財務活動によるキャッシュ・フローは、51億2千6百万円

の支出超過（前事業年度35億4百万円の支出超過）となった。 

これにより、「現金及び現金同等物の期末残高」は28億9千5百万円となった。 

(5) 経営者の問題認識と経営方針及び戦略的現状と見通し 

当社の経営陣は、現在の事業環境および入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めているが、

ここ数年の建設業界を取り巻く環境は、公共工事の予算縮小及び価格競争の激化が進み、かつて経験のない不透明

な時代が続いている。 

このような状況の中、当社は、３「対処すべき課題」のとおり、「総合一貫管理の継続と徹底」「財務体質の健

全化」を基本方針とする中期経営改善計画を実施している。この中期経営改善計画では、営業利益18億円を確保

し、更なる収益の向上を図っていくとともに、不動産等の売却による有利子負債の削減を推し進め、強固な企業体

質を構築することによって、この競争の時代を乗り越えていく。中でも、総合一貫管理体制を徹底、利益重視を最

優先し、株主各位さらにはお客様から満足が得られるような企業を目指していくものである。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当事業年度に実施した設備投資の総額は3百万円である。また、当事業年度において、大和田真和寮（住所：千葉県

八千代市村上 土地面積：1,066.25㎡ 土地帳簿価額：145百万円 建物床面積1,241.61㎡ 建物前期末帳簿価額：44

百万円）を賃貸事業計画に伴う固定資産土地・建物へ異動した。 

なお、当事業年度において総資産のスリム化の一環として、次の主要な設備を売却した。 

  

２ 【主要な設備の状況】 

主要な設備の状況は、以下のとおりである。 

(注) １．帳簿価額には建設仮勘定は含まない。 

 

所在地 事業の内容 設備の内容 売却時期 前事業年度帳簿価額

刈谷市一里山町 倉庫土地 土地 平成17年５月 159百万円 

新潟市網川原 賃貸事業 土地、建物等 平成17年12月 689百万円 

(平成18年３月31日現在) 

事業所 
(所在地) 

帳簿価額 (百万円)

従業員数 
(人) 建物・構築物 

機械・ 
運搬具・ 
工具器具備品

土地
合計

面積(㎡) 金額

本社・北陸本店 
(石川県金沢市) 
(注)２ 

1,051 44
38,340
(1,793) 

2,100 3,196 240

東京本店 
(東京都千代田区) 

(注)２ 
1,208 6 16,239 1,390 2,605 135

大阪支店 
(大阪市淀川区) 

1,664 46 28,101 4,049 5,760 158

名古屋支店 
(名古屋市東区) 

86 1 834 124 212 83

九州支店 
(福岡市博多区) 

447 0 1,776 193 640 5

大津営業所 
(滋賀県大津市) 

68 0 15,371 594 663 7

富山営業所 
(富山県富山市) 

51 ― 2,017 47 99 4

福井営業所 
(福井県福井市) 

57 0 1,085 165 223 9

新潟営業所 
(新潟県新潟市) 

― 0 ― ― 0 2

計 
(注)２ 

4,636 100
103,766
(1,793) 

8,665 13,402 643



２．土地及び建物の一部を賃借している。賃借料は63百万円であり、土地の面積については、( )内に外書きで示している。

３．土地建物のうち賃貸中の主なもの 

４．リース契約による賃借設備のうち主なもの 

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

重要な設備の新設及び除却等の計画はない。 

  

(注) 「第３ 設備の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示している。 

  事業所 土地(㎡) 建物(㎡)

  本社・北陸本店 2,626 7,005

  東京本店 2,721 4,982

  大阪支店 3,121 13,522

  名古屋支店 47 80

  九州支店 1,557 3,518

  大津営業所 329 356

  計 10,403 29,464

  名称 台数 リース期間 年間リース料 設置場所 

  富士通グランパワー5000 10セット 5年間 5百万円 本社・支店・営業所



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

(注) 「普通株式につき消却があった場合または優先株式につき消却もしくは普通株式への転換があった場合にはそれぞれこれに

相当する株式数を当該種類の株式数から減ずる」旨定款に定めている。なお、平成18年６月29日開催の定時株主総会におい

て、定款の一部変更が行われ、当該定めは削除された。 

  

② 【発行済株式】 

  

(注)１．Ａ種優先株式の内容は次のとおりである。 

(1) 優先配当金 

① 優先配当金の計算 

平成17年３月31日を含む営業年度から平成18年３月31日を含む営業年度については、Ａ種優先株式について優先配当金

を支払わない。 

平成18年４月１日以降の営業年度については、Ａ種優先株式1株当たりの優先配当金（以下「Ａ種優先配当金」とい

う。）の額は、Ａ種優先株式の発行価額（500円）に、それぞれの営業年度ごとに日本円TIBORに1.0％を加えた年率（以

下「Ａ種配当年率」という。）を乗じて算出した額とする。 

ただし、Ａ種優先配当金は、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。計算の結果、Ａ種優先配

当金が1株につき50円を超える場合は、50円とする。 

Ａ種配当年率は、％位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。 

「年率修正日」は、平成18年４月１日および、それ以降の毎年の４月１日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業

日を年率修正日とする。 

「日本円TIBOR」は、各年率修正日の、午前11時における日本円１年物トーキョー・インター・バンク・オファード・

レート（日本円TIBOR１年物（365日ベース））として全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。 

 

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 120,000,000 

Ａ種優先株式 12,000,000 

Ｂ種優先株式 12,000,000 

計 144,000,000 

種類 
事業年度末
現在発行数(株) 
(平成18年３月31日) 

提出日現在発行数(株)

(平成18年６月30日) 

上場証券取引所名又は登録証券業
協会名 

内容 

普通株式 44,250,668 44,250,668
東京証券取引所市場第一部
大阪証券取引所市場第一部 

議決権有り 

Ａ種優先株式 12,000,000 12,000,000 ― (注)１,３,４

Ｂ種優先株式 12,000,000 12,000,000 ― (注)２,３,４

計 68,250,668 68,250,668 ― ― 



ただし、かかるレートが公表されていない場合には、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時間午前11

時にスクリーン・ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円LIBOR１年物（360日

ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値、またはこれに準じるものと認められるものを用いるも

のとする。 

② 非累積条項 

ある営業年度において、Ａ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）またはＡ種優先株式の登録質権

者（以下「Ａ種登録質権者」という。）に対して支払う利益配当金の額がＡ種優先配当金の額に達しないときは、その不

足額は、翌営業年度以降に累積しない。 

③ 非参加条項 

Ａ種優先株主またはＡ種登録質権者に対しては、Ａ種優先配当金を超えて配当は行わない。 

(2) 残余財産の分配 

当会社の残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主またはＡ種登録質権者に対し、当会社の普通株式（以下「普通株式」

という。）を有する株主（以下「普通株主」という。）または普通株式の登録質権者（以下「普通登録質権者」という。）

に先立ち、Ａ種優先株式１株につき500円を支払う。 

Ａ種優先株主またはＡ種登録質権者に対しては、前記分配のほか、残余財産の分配は行わない。 

(3) 議決権 

Ａ種優先株主は株主総会において議決権を有しない。 

(4) 株式の併合または分割、新株引受権等 

当会社は、Ａ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。当会社はＡ種優先株主には、新株の引受権または新

株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。 

(5) 買受・消却 

当会社はＡ種優先株式を買受けまたは消却することができる。 

(6) 償還請求権 

Ａ種優先株主は、平成22年７月１日以降、毎年７月１日から７月31日までの期間（以下「償還請求可能期間」という。）

において、商法第290条第1項規定の限度額の50％を限度として、Ａ種優先株式の全部または一部の償還を請求することがで

き、当会社は、償還請求可能期間満了の日以降、２カ月以内に償還手続きを行うものとする。ただし、前記限度額を超えて

Ａ種優先株主からの償還請求があった場合、償還請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。

償還価額は、Ａ種優先株式１株につき500円に償還請求日の属する営業年度におけるＡ種優先配当金の額を償還日の属する

営業年度の初日から償還日までの日数（初日および償還日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第3位まで算出し、

その小数第3位を四捨五入する。）を加算した額とする。 

(7) 強制償還 

当会社は、平成22年４月１日以降、いつでもＡ種優先株主またはＡ種登録質権者の意思にかかわらず、Ａ種優先株式の全

部または一部を償還することができる。一部償還の場合は、抽選その他の方法により行う。償還価額は、Ａ種優先株式１株

につき500円に償還日の属する営業年度におけるＡ種優先配当金の額を償還日の属する営業年度の初日から償還日までの日

数（初日および償還日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。）を

加算した額とする。 

(8) 転換予約権 

① 転換請求期間 

平成22年３月17日から平成27年３月16日まで 

② 転換の条件 

Ａ種優先株式は、次の転換の条件で普通株式に転換することができる。 

イ．当初転換価額 

当初転換価額は、130円とする。 

ロ．転換により発行する普通株式数 

Ａ種優先株式の転換により発行すべき普通株式の数は、次のとおりとする。 

 



  

発行すべき株式数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

ハ．転換価額の修正 

転換価額は、平成22年４月１日以降平成26年４月１日まで毎年４月１日（以下「転換価額修正日」という。）に、転

換価額修正日現在における時価に修正されるものとし、当該転換価額は当該転換価額修正日以降、翌年の転換価額修正

日の前日（または転換請求期間の終了日）までの間になされた転換請求（本号④に従って到着することを要する。）に

ついて、適用される。ただし、当該時価が当初転換価額の70％の額（以下「下限転換価額」という。）を下回る場合に

は、修正後転換価額は下限転換価額とする。また、当該時価が当初転換価額の120％の額（以下「上限転換価額」とい

う。）を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とする。 

上記の転換価額修正日の「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証

券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とし、

その計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。 

ニ．転換価額の調整 

ａ．Ａ種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、転換価額（当該時点で適用のある前記イ．の当初転換価

額またはハ．により修正された転換価額（前記ハ．の下限転換価額および上限転換価額を含む。）をいう。）は、下

記算式（以下「転換価額調整式」という。）により計算される転換価額に調整される。調整後転換価額は円位未満小

数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。 

ⅰ 転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（自己株式を処分する場合を

含む。）（ただし、普通株式に転換することができる株式または権利行使可能な新株予約権若しくは新株予約権付

社債の転換または行使による場合を除く。）、調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主

割当日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。処分される普通株式に係る自己株式数は転換価額調整式

における新規発行普通株式数に算入される。 

ⅱ 株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後転換価額は、株式の分割のための株主割当日があるときはそ

の株主割当日の翌日以降、当該株式の分割のための株主割当日がないときは、当会社の取締役会において株式分割

の効力発生日と定めた日の翌日以降、これを適用する。ただし、配当可能利益から資本に組み入れられることを条

件としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨を取締役会で決議する場合において、当該配当

可能利益の資本組入の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とするときは、調

整後転換価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。な

お、上記ただし書の場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該配当可能利益の資本組入の決議を

した株主総会の終結の日までに転換をなした者に対しては、次の算出方法により普通株式を新たに発行する。 

この場合に、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

 

転換により発行 

すべき普通株式数 
＝ 

Ａ種優先株主が転換請求のために提出したＡ種優先株式の発行価額総額 

転 換 価 額 

       
既発行普通株式数＋

新規発行・処分普通株式数× 1株当たり払込・処分金額

調整後 

転換価額 
＝ 
調整前 

転換価額 
×

1株当たり時価 

既発行普通株式数 ＋ 新規発行・処分普通株式数 

  

株式数 

  

＝ 

（調整前転換価額－調整後転換価額） ×
調整前転換価額をもって転換により 

当該期間内に発行された株式数 

調整後転換価額 



ⅲ 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式に転換することができる株式または権利行使可能

な新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合、調整後転換価額は、その証券の発行日に、または募集の

ための株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行される証券の全額が転換またはすべての新株予約権が行使

されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその割当日の翌日以降、これを適用する。 

ｂ．上記ａ．各号に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換、資本の減少、または普通株式の併合等により転換

価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する価額に変更される。 

ｃ．転換価額調整式で使用する1株当たり時価は、調整後転換価額を適用する日（ただし、前記ａ．ⅱ号但書の場合に

は株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日

の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四

捨五入する。）とする。なお、上記45取引日の間に当該転換価額の調整をもたらす事由が生じた場合においては、調

整後転換価額は、前記ａ．に準じて取締役会が適当と判断する価額に調整される。 

ｄ．転換価額調整式で使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価額とする。 

ｅ．転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日（ただし、株式の分割を行うため

の当会社の取締役会において株主割当以外の日を株式分割の効力発生日と定めた場合はその日）、株主割当日がない

場合は、調整後転換価額を適用する日の1か月前の日における当会社の既発行普通株式数（当該新規発行分は含まれ

ない。）から、当該日における当会社の保有する普通株式数を控除した数とする。 

ｆ．転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価

額の調整は行わない。ただし、その後転換の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を算出する場合には、転換価

額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 

③ 転換請求受付場所 

大阪市中央区伏見町3丁目6番3号 

ＵＦＪ信託銀行株式会社大阪支店証券代行部 

④ 転換の効力発生 

転換の効力は、転換請求書及びＡ種優先株式を表章する株券が上記③に記載する転換請求受付場所に到着したときに発

生する。 

(9) 強制転換 

平成22年３月17日から平成27年３月16日までに転換請求のなかったＡ種優先株式は、平成27年３月17日以降の取締役会で

定める日（以下「強制転換日」という。）をもって、Ａ種優先株式1株の払込金相当額を強制転換日に先立つ45取引日目に

始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値

のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下本号において「強制転換価額」と

いう。）で除して得られる数の普通株式となる。ただし、当該平均値が（1）上限転換価額を上回るとき、または（2）下限

転換価額を下回るときは、Ａ種優先株式1株の払込金相当額を（1）の場合当該上限転換価額で、（2）の場合当該下限転換

価額で、それぞれ除して得られる数の普通株式となる。前記の普通株式数の算出に当たって1株に満たない端数が生じたと

きは、商法第220条に定める端数の処理の規定に準じてこれを取扱う。 

(10) 期中転換があった場合 

Ａ種優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金は、転換の請求がなされたときの属する営業年

度の４月１日に転換があったものとみなしてこれを支払う。 

(11) 優先順位 

Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式の優先配当金の支払順位および残余財産の分配順位は、同順位とする。 

  

 



２．Ｂ種優先株式の内容は次のとおりである。 

(1) 優先配当金 

① 優先配当金の計算 

平成17年３月31日を含む営業年度から平成18年３月31日を含む営業年度については、Ｂ種優先株式について優先配当金

を支払わない。 

平成18年４月１日以降の営業年度については、Ｂ種優先株式1株当たりの優先配当金（以下「Ｂ種優先配当金」とい

う。）の額は、Ｂ種優先株式の発行価額（500円）に、それぞれの営業年度ごとに日本円TIBORに1.5％を加えた年率（以

下「Ｂ種配当年率」という。）を乗じて算出した額とする。 

ただし、Ｂ種優先配当金は、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。計算の結果、Ｂ種優先配

当金が1株につき50円を超える場合は、50円とする。 

Ｂ種配当年率は、％位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。 

「年率修正日」は、平成18年４月１日および、それ以降の毎年の４月１日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業

日を年率修正日とする。 

「日本円TIBOR」は、各年率修正日の、午前11時における日本円１年物トーキョー・インター・バンク・オファード・

レート（日本円TIBOR１年物（365日ベース））として全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。 

ただし、かかるレートが公表されていない場合には、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時間午前11

時にスクリーン・ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円LIBOR１年物（360日

ベース））として英国銀行協会（BBＡ）によって公表される数値、またはこれに準じるものと認められるものを用いるも

のとする。 

② 非累積条項 

ある営業年度において、Ｂ種優先株式を有する株主（以下「Ｂ種優先株主」という。）またはＢ種優先株式の登録質権

者（以下「Ｂ種登録質権者」という。）に対して支払う利益配当金の額がＢ種優先配当金の額に達しないときは、その不

足額は、翌営業年度以降に累積しない。 

③ 非参加条項 

Ｂ種優先株主またはＢ種登録質権者に対しては、Ｂ種優先配当金を超えて配当は行わない。 

(2) 残余財産の分配 

当会社の残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株主またはＢ種登録質権者に対し、当会社の普通株式（以下「普通株式」

という。）を有する株主（以下「普通株主」という。）または普通株式の登録質権者（以下「普通登録質権者」という。）

に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき500円を支払う。 

Ｂ種優先株主またはＢ種登録質権者に対しては、前記分配のほか、残余財産の分配は行わない。 

(3) 議決権 

Ｂ種優先株主は株主総会において議決権を有しない。 

(4) 株式の併合または分割、新株引受権等 

当会社は、Ｂ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。当会社はＢ種優先株主には、新株の引受権または新

株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。 

(5) 買受・消却 

当会社はＢ種優先株式を買受けまたは消却することができる。 

(6) 償還請求権 

Ｂ種優先株主は、平成27年７月１日以降、毎年７月１日から７月31日までの期間（以下「償還請求可能期間」という。）

において、商法第290条第1項規定の限度額の50％を限度として、Ｂ種優先株式の全部または一部の償還を請求することがで

き、当会社は、償還請求可能期間満了の日以降、２カ月以内に償還手続きを行うものとする。ただし、前記限度額を超えて

Ｂ種優先株主からの償還請求があった場合、償還請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。

償還価額は、Ｂ種優先株式１株につき500円に償還請求日の属する営業年度におけるＢ種優先配当金の額を償還日の属する

営業年度の初日から償還日までの日数（初日および償還日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第3位まで算出し、

その小数第3位を四捨五入する。）を加算した額とする。 

(7) 強制償還 

当会社は、平成27年４月１日以降、いつでもＢ種優先株主またはＢ種登録質権者の意思にかかわらず、Ｂ種優先株式の全

部または一部を償還することができる。一部償還の場合は、抽選その他の方法により行う。償還価額は、Ｂ種優先株式１株

につき500円に償還日の属する営業年度におけるＢ種優先配当金の額を償還日の属する営業年度の初日から償還日までの日

数（初日および償還日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。）を



加算した額とする。 

(8) 転換予約権 

① 転換請求期間 

平成27年３月17日から平成37年３月16日まで 

② 転換の条件 

Ｂ種優先株式は、次の転換の条件で普通株式に転換することができる。 

イ．当初転換価額 

当初転換価額は、130円とする。 

ロ．転換により発行する普通株式数 

Ｂ種優先株式の転換により発行すべき普通株式の数は、次のとおりとする。 

発行すべき株式数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

ハ．転換価額の修正 

転換価額は、平成27年４月１日以降平成36年４月１日まで毎年４月１日（以下「転換価額修正日」という。）に、転

換価額修正日現在における時価に修正されるものとし、当該転換価額は当該転換価額修正日以降、翌年の転換価額修正

日の前日（または転換請求期間の終了日）までの間になされた転換請求（本号④に従って到着することを要する。）に

ついて、適用される。ただし、当該時価が当初転換価額の70％の額（以下「下限転換価額」という。）を下回る場合に

は、修正後転換価額は下限転換価額とする。また、当該時価が当初転換価額の120％の額（以下「上限転換価額」とい

う。）を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とする。 

上記の転換価額修正日の「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証

券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とし、

その計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。 

ニ．転換価額の調整 

ａ．Ｂ種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、転換価額（当該時点で適用のある前記イ．の当初転換価

額またはハ．により修正された転換価額（前記ハ．の下限転換価額および上限転換価額を含む。）をいう。）は、下

記算式（以下「転換価額調整式」という。）により計算される転換価額に調整される。調整後転換価額は円位未満小

数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。 

ⅰ 転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（自己株式を処分する場合を

含む。）（ただし、普通株式に転換することができる株式または権利行使可能な新株予約権若しくは新株予約権付

社債の転換または行使による場合を除く。）、調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主

割当日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。処分される普通株式に係る自己株式数は転換価額調整式

における新規発行普通株式数に算入される。 

 

転換により発行 

すべき普通株式数 
＝

Ｂ種優先株主が転換請求のために提出したＢ種優先株式の発行価額総額 

転 換 価 額 

       
既発行普通株式数＋

新規発行・処分普通株式数× 1株当たり払込・処分金額

調整後 

転換価額 
＝ 
調整前 

転換価額 
×

1株当たり時価 

既発行普通株式数 ＋ 新規発行・処分普通株式数 



ⅱ 株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後転換価額は、株式の分割のための株主割当日があるときはそ

の株主割当日の翌日以降、当該株式の分割のための株主割当日がないときは、当会社の取締役会において株式分割

の効力発生日と定めた日の翌日以降、これを適用する。ただし、配当可能利益から資本に組み入れられることを条

件としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨を取締役会で決議する場合において、当該配当

可能利益の資本組入の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とするときは、調

整後転換価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。な

お、上記ただし書の場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該配当可能利益の資本組入の決議を

した株主総会の終結の日までに転換をなした者に対しては、次の算出方法により普通株式を新たに発行する。 

この場合に、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

ⅲ 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式に転換することができる株式または権利行使可能

な新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合、調整後転換価額は、その証券の発行日に、または募集の

ための株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行される証券の全額が転換またはすべての新株予約権が行使

されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその割当日の翌日以降、これを適用する。 

ｂ．上記ａ．各号に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換、資本の減少、または普通株式の併合等により転換

価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する価額に変更される。 

ｃ．転換価額調整式で使用する1株当たり時価は、調整後転換価額を適用する日（ただし、前記ａ．ⅱ号但書の場合に

は株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日

の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四

捨五入する。）とする。なお、上記45取引日の間に当該転換価額の調整をもたらす事由が生じた場合においては、調

整後転換価額は、前記ａ．に準じて取締役会が適当と判断する価額に調整される。 

ｄ．転換価額調整式で使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価額とする。 

ｅ．転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日（ただし、株式の分割を行うため

の当会社の取締役会において株主割当以外の日を株式分割の効力発生日と定めた場合はその日）、株主割当日がない

場合は、調整後転換価額を適用する日の1か月前の日における当会社の既発行普通株式数（当該新規発行分は含まれ

ない。）から、当該日における当会社の保有する普通株式数を控除した数とする。 

ｆ．転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価

額の調整は行わない。ただし、その後転換の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を算出する場合には、転換価

額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 

③ 転換請求受付場所 

大阪市中央区伏見町3丁目6番3号 

ＵＦＪ信託銀行株式会社大阪支店証券代行部 

④ 転換の効力発生 

転換の効力は、転換請求書及びＢ種優先株式を表章する株券が上記③に記載する転換請求受付場所に到着したときに発

生する。 

 

  

株式数 

  

＝ 

（調整前転換価額－調整後転換価額） ×
調整前転換価額をもって転換により 

当該期間内に発行された株式数 

調整後転換価額 



(9) 強制転換 

平成27年３月17日から平成37年３月16日までに転換請求のなかったＢ種優先株式は、平成37年３月17日以降の取締役会で

定める日（以下「強制転換日」という。）をもって、Ｂ種優先株式1株の払込金相当額を強制転換日に先立つ45取引日目に

始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値

のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下本号において「強制転換価額」と

いう。）で除して得られる数の普通株式となる。ただし、当該平均値が（1）上限転換価額を上回るとき、または（2）下限

転換価額を下回るときは、Ｂ種優先株式1株の払込金相当額を（1）の場合当該上限転換価額で、（2）の場合当該下限転換

価額で、それぞれ除して得られる数の普通株式となる。前記の普通株式数の算出に当たって1株に満たない端数が生じたと

きは、商法第220条に定める端数の処理の規定に準じてこれを取扱う。 

(10) 期中転換があった場合 

Ｂ種優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金は、転換の請求がなされたときの属する営業年

度の４月１日に転換があったものとみなしてこれを支払う。 

(11) 優先順位 

Ｂ種優先株式、Ｂ種優先株式の優先配当金の支払順位および残余財産の分配順位は、同順位とする。 

３．注記１、２の内容は、平成18年６月29日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、当該定めに関して、旧商

法上の用語を会社法で使用される用語に変更し、あわせて一部表現の変更、字句の修正を行った。 

４．Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式は、現物出資によって発行されたものである。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はない。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

（注）１．「商法等の一部を改正する等の法律」（平成13年法律第79号）による商法第289条第２項の規定に基づき、法定準備金の

柔軟な活用に備えるために、資本準備金3,415,683千円のうち2,335,290千円を取崩し、その他資本剰余金に計上した。 

２．資本準備金の減少は、欠損てん補によるものである。 

３．平成17年１月21日開催の臨時株主総会において、欠損てん補に備えるため資本金の90％を無償で減少させる資本減少に

つき決議し、その効力が平成17年２月25日発生している。 

４．平成17年２月16日開催の取締役会の決議により、㈱北國銀行、㈱北陸銀行を割当先とする優先株式24,000千株（Ａ種優

先株式12,000千株、Ｂ種優先株式12,000千株）の第三者割当増資（各々発行価格500円、資本組入額250円）を実施し、

平成17年３月16日に6,000,000千円を資本金に組み入れている。 

 

年月日 
発行済株式総 
数増減数(株) 

発行済株式総
数残高(株) 

資本金増減額
(千円) 

資本金残高
(千円) 

資本準備金 
増減額(千円) 

資本準備金 
残高(千円) 

平成14年８月９日(注１) ― 44,250,668 ― 4,321,570 △2,335,290 1,080,392 

平成15年６月27日(注２) ― 44,250,668 ― 4,321,570 △1,080,392 ― 

平成17年２月25日(注３) ― 44,250,668 △3,889,413 432,157 ― ― 

平成17年３月16日(注４) 24,000,000 68,250,668 6,000,000 6,432,157 6,000,000 6,000,000 

平成17年６月29日(注２) ― 68,250,668 ― 6,432,157 △6,000,000 ― 



(4) 【所有者別状況】 

① 普通株式 

平成18年３月31日現在 

(注) １．自己株式は、「個人その他」に131単元及び「単元未満株式の状況」に673株を含めて記載している。 

２．「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ44単元及び900株含

まれている。 

  

② Ａ種優先株式 

平成18年３月31日現在 

  

③Ｂ種優先株式 

平成18年３月31日現在 

  

 

区分 

株式の状況(１単元の株式数 1,000株) 単元未満
株式の状況
(株) 

政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 
その他
の法人 

外国法人等 個 人
その他 

計 
個人以外 個人

株主数 
(人) 

― 38 25 123 24 1 4,612 4,823 ―

所有株式数
(単元) 

― 14,711 871 3,734 1,175 5 23,120 43,616 634,668

所有株式数
割合(％) 

― 33.73 2.00 8.56 2.69 0.01 53.01 100.00 ―

区分 

株式の状況(１単元の株式数 1,000株) 単元未満
株式の状況
(株) 

政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 
その他
の法人 

外国法人等 個 人
その他 

計 
個人以外 個人

株主数 
(人) 

― 2 ― ― ― ― ― 2 ―

所有株式数
(単元) 

― 12,000 ― ― ― ― ― 12,000 ―

所有株式数
割合(％) 

― 100.00 ― ― ― ― ― 100.00 ―

区分 

株式の状況(１単元の株式数 1,000株) 単元未満
株式の状況
(株) 

政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 
その他
の法人 

外国法人等 個 人
その他 

計 
個人以外 個人

株主数 
(人) 

― 2 ― ― ― ― ― 2 ―

所有株式数
(単元) 

― 12,000 ― ― ― ― ― 12,000 ―

所有株式数
割合(％) 

― 100.00 ― ― ― ― ― 100.00 ―



(5) 【大株主の状況】 

① 普通株式 

平成18年３月31日現在 

(注) １．持株数は、千株未満を切り捨てて表示している。 

２．持株比率については、小数点第２位未満を切り捨てて表示している。 

  

② Ａ種優先株式 

平成18年３月31日現在 

  

③Ｂ種優先株式 

平成18年３月31日現在 

  

 

氏名又は名称 住所 
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－10 4,335 9.79 

真 柄 敏 郎 石川県金沢市 2,247 5.07 

株式会社北國銀行 石川県金沢市下堤町１ 2,171 4.90 

株式会社北陸銀行 富山県富山市堤町通り１－２－26 2,171 4.90 

第一生命保険相互会社 東京都中央区晴海１－８－12 1,103 2.49 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１－６－６ 1,022 2.30 

真柄建設従業員投資会 石川県金沢市彦三町１－13－43 1,018 2.30 

二 木 登 代 子 石川県金沢市 939 2.12 

真柄建設協力会持株会 石川県金沢市彦三町１－13－43 844 1.90 

真 柄 達 郎 石川県金沢市 822 1.85 

計 ― 16,673 37.68 

氏名又は名称 住所 
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

株式会社北國銀行 石川県金沢市下堤町１ 6,000 50.00 

株式会社北陸銀行 富山県富山市堤町通り１－２－26 6,000 50.00 

計 ― 12,000 100.00 

氏名又は名称 住所 
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

株式会社北國銀行 石川県金沢市下堤町１ 6,000 50.00 

株式会社北陸銀行 富山県富山市堤町通り１－２－26 6,000 50.00 

計 ― 12,000 100.00 



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年３月31日現在 

(注) １．「完全議決権株式数(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が44,000株含まれている。また、「議決権の数」

の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数44個が含まれている。 

２．「単元未満株式」の欄には、当社保有の自己株式が次のとおり含まれている。 

自己株式    673株 

  

② 【自己株式等】 

平成18年３月31日現在 

  

(7) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はない。 

区 分 株式数(株) 議決権の数(個) 内 容 

無議決権株式 優先株式 24,000,000 ―
「１(1)②発行済株式」
の記載を参照 

議決権制限株式 (自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式 (その他) ― ― ― 

完全議決権株式 (自己株式等) 

(自己保有株式) 
― ― 

普通株式 131,000
(相互保有株式) 

― ― 
普通株式 25,000

完全議決権株式 (その他) 普通株式 43,460,000 43,460 ― 

単元未満株式 普通株式 634,668 ―
１単元(1,000株) 
未満の株式 

発行済株式総数   68,250,668 ― ― 

総株主の議決権 ― 43,460 ― 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数(株) 

他人名義所有
株式数(株) 

所有株式数
の合計(株) 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％) 

真柄建設株式会社 
石川県金沢市彦三町 
１－13－43 

131,000 ― 131,000 0.29 

ピーエムコンクリート㈱ 
石川県白山市木津町 
1570－1 

25,000 ― 25,000 0.05 

計 ― 156,000 ― 156,000 0.35 



２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はない。 

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はない。 

  

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はない。 

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はない。 

  

３ 【配当政策】 

当社は、利益配分については、企業体質の一層の強化を図るため内部留保の充実に努めるとともに、長期にわたり

安定的な配当の継続を重視することを基本方針としている。 

当期は未処分利益が僅少であり、内部留保の充実に努めることが最終的には株主利益につながると考え、株主配当

金については、見送りとした。 

なお、当社は中間配当制度を採用していない。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

回次 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高(円) 156 131 260 179 463

最低(円) 88 50 68 99 122

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高(円) 222 215 196 450 463 365

最低(円) 150 178 182 190 260 305



５ 【役員の状況】 

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

代表取締役 
社長 

― 真柄 宏司 昭和42年３月27日生

平成３年４月 株式会社竹中工務店入社

156

平成７年１月 当社入社 顧問
平成８年４月 株式会社竹中工務店退職
平成11年４月 北陸支店長
平成11年６月 取締役就任
平成13年６月 常務取締役就任
平成13年６月 統括副本部長
平成15年１月 事務管理本部長兼関係会社担当 
平成15年４月 事務本部長兼改革推進本部長兼関

係会社担当 
平成15年６月 代表取締役専務取締役就任 
平成15年６月 統括本部長兼事務本部長兼関係会

社担当 
平成17年４月 統括本部長
平成17年６月 代表取締役社長就任［現任］ 

専務取締役 

建築本部長兼
品質・環境管
理本部長兼大
阪支店長 

道   昭 昭和17年８月21日生

昭和40年４月 当社入社

52

平成８年１月 大阪支店工務部長
平成９年６月 取締役就任
平成10年４月 東京支店副支店長(建築担当) 
平成11年４月 北陸支店副支店長(建築担当) 
平成13年６月 大阪支店長
平成15年６月 常務取締役就任
平成17年４月 建築本部長兼品質・環境管理本部

長兼大阪支店長［現任］ 
平成17年６月 専務取締役就任［現任］

専務取締役 
営業・管理担
当 

松本 利男 昭和16年８月16日生

平成16年６月 株式会社北國銀行常務取締役退職 

3
平成16年６月 当社入社
平成16年６月 専務取締役就任［現任］
平成17年４月 営業・管理担当［現任］

常務取締役 ― 武部  巧 昭和26年10月４日生

平成16年６月 株式会社北陸銀行本店営業部 部
長退職 

3
平成16年６月 当社入社
平成16年６月 常務取締役就任［現任］

取締役 土木本部長 久末 憲之 昭和22年４月13日生

昭和45年４月 当社入社

10

平成16年４月 北陸本店副本店長
平成17年４月 土木本部副本部長兼安全衛生対策

部長 
平成18年６月 取締役就任［現任］
平成18年６月 土木本部長［現任］

取締役 
事務本部長兼
関係会社担当 

山口 公和 昭和26年２月６日生

昭和48年４月 当社入社

14

平成15年４月 事務本部副本部長
平成17年４月 事務本部長兼社長室長兼関係会社

担当 
平成17年６月 取締役就任［現任］
平成18年４月 事務本部長兼関係会社担当 

［現任］ 

常勤監査役 ― 吉池  晃 昭和19年11月13日生
昭和38年３月 当社入社

2平成13年10月 大阪支店次長
平成17年６月 常勤監査役就任［現任］

監査役 ― 竹本 吉紀 昭和15年10月12日生

昭和39年４月 当社入社

8
平成８年４月 営業統括本部管理室長
平成12年６月 常勤監査役就任
平成17年６月 監査役就任［現任］

監査役 ― 三谷 雄皓 昭和17年11月４日生
昭和53年11月 株式会社ホンダベルノ福井代表取

締役就任［現任］ 9
平成15年６月 当社監査役就任［現任］

監査役 ― 辻  亮一 昭和29年８月17日生
平成13年１月 株式会社辻さく代表取締役社長就

任［現任］ 121
平成18年６月 当社監査役就任［現任］

計 381



(注) １．監査役三谷雄皓、辻 亮一は、会社法第２条第16号に定める社外監査役である。 

２．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入している。 

  執行役員は16名、陣容は次のとおりである。 

  

   執行役員役名 氏名 職名

   ※専務執行役員 道   昭 建築本部長 兼 品質・環境管理本部長 兼 大阪支店長 

   常務執行役員 金森 範孝 安全衛生対策本部長 兼 安全衛生対策部長

    常務執行役員 朝倉  肇 営業本部副本部長

    常務執行役員 福島 昭男 営業本部営業部長

    常務執行役員 公文 莞二 営業本部営業部長

    常務執行役員 今村 宏昭 営業本部副本部長

    常務執行役員 小野 征男 東京本店長

    常務執行役員 太田 邦夫 北陸本店長

    常務執行役員 垣鍔 貴史 営業本部長 兼 大阪支店副支店長

   ※執行役員 久末 憲之 土木本部長

   ※執行役員 山口 公和 事務本部長 兼 関係会社担当

    執行役員 升本 恒治 営業本部営業部長

    執行役員 宮本  孝 北陸本店営業部長

    執行役員 水谷 洋征 営業本部営業部長

    執行役員 辻  友良 名古屋支店長

    執行役員 宇鷹 正晴 
建築本部副本部長 兼 事務本部情報システム部長 
兼 建築・土木本部品質・環境管理部長 

   (注)１ ※印の各氏は、取締役を兼務している。

   ２ 常務執行役員福島昭男は、平成18年６月30日をもって執行役員を退任した。



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、一層の経営の透明性を高めるため、公正な経営を実

現することを最優先とし、意思決定の迅速化、明確化、さらにディスクロージャーの充実を図ることによって、株主

をはじめとするあらゆるステークホルダーから信頼され、支持される企業を目指している。 

(1) 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

① 会社の機関の状況 

イ 取締役会 

当社は、取締役会を経営監督機関と位置づけ、取締役会を３ヶ月に１回以上開催している。また、経営の

個々の業務執行をする上で、社長の最高協議機関として経営会議を原則月１回開催している。なお、取締役

は、事業年度の経営責任を明確にし、経営環境の変化により迅速に対応できる経営体制を構築するため、任期

を１年にしている。 

ロ 監査役制度 

当社は監査役制度を採用し、現在４名の監査役のうち、社外監査役は半数の２名であり、より公正な監査が

実施できる体制にしている。 

ハ 執行役員制度 

当社は、執行役員制度を平成14年６月から導入し、意思決定・経営戦略・立案の実現については執行役員に

委ねることにより、迅速な意思決定と実現の向上を図っている。 

② 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況 

当社の内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況については、社内の規定により、会社業務の的確か

つ効率的な運営を実施している。また、コンプライアンス体制の構築による法令遵守を徹底する目的で、従来の

安全・危険防止・品質管理等はもとより、不確実性、事業機会を含めた「企業目的の達成に影響を与えるすべて

の要因」に対応すべく、企業全体の危機管理体制の構築を図っている。 

また、平成18年４月に企業倫理ヘルプライン窓口を設置し、法令違反ないし不正行為による不祥事等の防止お

よび早期発見に努めているところである。 

なお、平成18年５月19日開催の取締役会において、会社法および会社法施行規則に基づき、当会社の業務の適

性を確保するため、内部統制システムの基本方針を次のとおり定めている。 

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

・社長直轄の紬織としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス基本規程に基づき、法令・定款

の遵守を最優先課題として全社役職員に徹底し、企業倫理の確立を図る。 

・企業倫理ヘルプライン窓口の設置により、法令違反ないし不正行為による不祥事等の防止および早期発見に

努める。 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

・取締役の職務執行に係る文書その他の情報は、別に定める「文書類の保管方法ならびに廃棄要領」に従い、

適切に保存および管理する。 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

・リスク管理の観点から、現在の稟議規程およびその他の社内規定を必要に応じて見直し制定を行う。 

・建築・土木・事務本部において、必要に応じ組織横断的に、コンプライアンス・品質・安全・環境・公害は

もとより、事業機会・工事採算面・信用リスク等の各種リスクについて、分析および評価・対策の検討・実

施および監視を行うなど、事業上のリスクに対して適時・適切な管理が行われる体制とする。 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

・全社的に影響を及ぼす重要事項については、経営会議において、多面的且つ慎重に検討書審議を行う。 

・別途定める社内規則の規程に基づき、職務権限および意思決定ルールに従い、適正且つ効率的な職務が行わ

れる体制とする。 

・事業活動目標の明確な付与、採算の徹底を通じて市場競争力の強化を図り、全社および各ブロックの目標値

を年度予算として策定、それに基づく業績を管理する。 

５．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役との間で協議の場をもつことと

ずる。 

６．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

・監査役の職務を補助すべき使用人は、取締役の指揮命令に属さないものとする。 



・当該使用人の異動、考課等の大事については、取締役との間で事前協議を行う。 

７．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

・全ての取締役および使用人は、当社もしくは関連会社に法令違反等の不正行為や重大な不当行為、信用を著

しく失墜させる事態、著しい損害を及ぼす虞や事実の発生、内部管理の体制・手続き等に関する重大な欠陥

や問題等については、書面もしくは口頭にて監査役会に報告する。 

また、監査役会は必要に応じ、取締役または、使用人に報告を求める。 

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

・監査役は各種の重要会議へ出席し、関係部署の調査、重要案件の決裁書の確認等により、その権限が支障な

く行使できる体制とする。 

・内部監査部門は監査計画・監査結果等について、監査役に対して、随時、報告する。 

・監査役は会計監査人と定期的に情報・意見交換を行い、会計監査の計画・結果報告を受ける等緊密な連携の

下、適正な監査を実施する体制とする。 

③ 監査役監査及び内部監査の状況 

当社の監査役は、監査役会で作成した監査計画に従い、取締役会のほか社内の重要会議への出席、稟議等の閲

覧、実地監査などを通じて、取締役の業務執行の適法性を中心に監査を行っている。また、監査役と会計監査人

は定期的に情報・意見交換を行い、監査計画、監査実施状況、監査結果等の詳細な説明・報告を受けるほか、適

宜、会計監査人監査に立会うなど、緊密な連携をとっている。 

内部監査においては、平成18年４月に内部監査部を設置し、当社における経営諸活動の全般にわたる管理・運

営の制度、および業務遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し、会社財産の保全ならびに経営効率の

向上が図られるよう内部監査の実施に取り組んでいるところである。また、監査役および会計監査人と監査の情

報の緊密な連携を保ち、効率的な監査の実施に取り組んでいる。 

その他、三本部（建築本部・土木本部・事務本部）が連携して、各店、部門の業務の改善に向け具体的な助言

や勧告を行っている。 

④ 会計監査の状況 

当社は、会計監査を担当する会計監査人として、新日本監査法人と監査契約を結び、正しい経営情報を提供

し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備している。 

なお、業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数は、次のとおりである。 

(注) 新日本監査法人は、公認会計士法上の規制開始及び日本公認会計士協会の自主規制実施に先立ち自主的に業務執行

社員の交替制度を導入しており、同監査法人において策定された交替計画に基づいて、平成19年3月期会計期間をも

って交替する予定となっていたが、同法人の交替規程改訂により、前倒しで平成18年３月期会計期間をもって交替

する予定となっている。 

また、会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士６名である。 

⑤ 弁護士 

当社は、法律顧問として、４つの法律事務所と契約を結び、日常発生する法律全般に関して助言と指導を適時

受けている。 

⑥ 情報開示 

当社は、経営の透明性を高めることが重要であることの認識から、適時、適切な情報の開示に取り組み、当社

のホームページには、開示した情報を随時掲載している。 

  

以上を図に示すと次のとおりとなる。 

 

公認会計士の氏名等 継続監査年数 

業務執行社員 
野村 精一 12年(注) 

安久  彰 ― 



  

 



(2) 会社と会社の社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

社外監査役２名と当社との間には、特別な利害関係はない。 

(3) 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

平成18年3月期は７回の取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、

業務執行状況を監督している。 

(4) 役員報酬および監査報酬 

当事業年度における当社の取締役（金銭以外の報酬を含む）および監査役に対する役員報酬ならびに監査法人に

対する監査報酬は以下のとおりである。 

  

役員報酬         

取締役に支払った報酬 97百万円     

監査役に支払った報酬 17百万円   

計 115百万円   

監査報酬 

公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬は、「株式会社の監査等に関する商法の

特例に関する法律」及び証券取引法に基づく監査証明業務に対するものであり、27百万円であ

る。 

なお、当該金額については、監査契約において各々の監査報酬額を区分しておらず、かつ実質

的にも区分できないため、これらの合計額で記載している。 

また、上記以外の業務に基づく報酬はない。 



第５ 【経理の状況】 

１．財務諸表の作成方法について 

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）第2条の規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）によ

り作成している。 

  

２．監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）及び

当事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の財務諸表について、新日本監査法人により監査を受け

ている。 

  

３．連結財務諸表について 

当社は子会社がないので、連結財務諸表を作成していない。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

（1）【連結財務諸表】 

該当事項はない。 

  

（2）【その他】 

該当事項はない。 

  



２ 【財務諸表等】 

（1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 

  

 

    
前事業年度 

（平成17年３月31日） 

当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 注記 
番号 金額（千円）

構成比
（％）

金額（千円） 構成比
（％）

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金預金     6,679,689 2,895,376  

２ 受取手形     1,341,775 309,623  

３ 完成工事未収入金     18,637,714 19,787,428  

４ 有価証券 ※3   19,973 100,042  

５ 販売用不動産 ※3   2,039,559 1,155,140  

６ 未成工事支出金     11,497,942 8,279,745  

７ 不動産事業支出金     1,934 27,348  

８ 材料貯蔵品     373,419 324,300  

９ 短期貸付金     ― 24,000  

10 前払費用     36,151 38,043  

11 繰延税金資産     124,339 ―  

12 従業員短期貸付金     1,538 1,906  

13 未収入金     1,537,887 801,406  

14 その他流動資産     590,456 658,361  

     貸倒引当金     △345,697 △358,339  

流動資産合計     42,536,683 67.3 34,044,383 62.9

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

（1）建物 ※3 10,671,977 8,912,275    

   減価償却累計額   5,376,430 5,295,546 4,308,459 4,603,815  

（2）構築物 ※3 263,944 187,527    

   減価償却累計額   210,530 53,413 155,138 32,389  

（3）機械装置   568,369 524,794    

   減価償却累計額   537,396 30,972 496,825 27,969  

（4）車両運搬具   98,256 91,910    

   減価償却累計額   89,016 9,240 85,040 6,870  

（5）工具器具・備品   467,010 447,847    

   減価償却累計額   372,885 94,124 381,700 66,147  

（6）土地 ※2,3   9,145,788 8,665,049  

有形固定資産計     14,629,086 13,402,241  

２ 無形固定資産        

（1）借地権 ※3   138,173 2,687  

（2）その他無形固定資産     33,964 34,573  

無形固定資産計     
172,137

 
37,260  



  

 

    
前事業年度 

（平成17年３月31日） 

当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 注記 
番号 金額（千円）

構成比
（％）

金額（千円） 構成比
（％）

３ 投資その他の資産        

（1）投資有価証券 ※3   3,148,937 3,946,447  

（2）関係会社株式     72,835 72,835  

（3）長期貸付金     821,364 828,599  

（4）従業員長期貸付金     8,831 10,055  

（5）破産債権、更生債権等     849,515 715,559  

（6）長期営業外未収入金     9,119,866 9,065,969  

（7）長期前払費用     2,236 1,441  

（8）ゴルフ会員権     250,429 205,977  

（9）その他投資等     435,808 607,249  

     貸倒引当金     △8,886,267 △8,869,301  

    投資その他の資産計     5,823,558 6,584,833  

    固定資産合計     20,624,782 32.6 20,024,335 37.0

Ⅲ 繰延資産        

１ 新株発行費     34,441 17,220  

    繰延資産合計     34,441 0.1 17,220 0.0

   資産合計     63,195,907 100.0 54,085,940 100.0

        



  
  

 

    
前事業年度 

（平成17年３月31日） 

当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 注記 
番号 金額（千円）

構成比
（％）

金額（千円） 構成比
（％）

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

 １ 支払手形 ※1   11,501,835 10,766,954  

 ２ 工事未払金 ※1   14,626,122 15,454,916  

 ３ 短期借入金 ※3   11,603,386 1,686,538  

 ４ 未払金     1,239,289 755,612  

 ５ 未払費用     18,981 6  

 ６ 未払法人税等     63,887 36,731  

 ７ 未成工事受入金     11,479,225 6,484,444  

 ８ 預り金     975,533 364,652  

 ９ 前受収益     8,704 4,547  

 10 完成工事補償引当金     71,672 71,924  

11 工事損失引当金     34,920 ―  

 12 賞与引当金     138,097 155,543  

 13 その他流動負債     1,016 3,475  

   流動負債合計     51,762,671 81.9 35,785,346 66.2

Ⅱ 固定負債        

 １ 長期借入金 ※3   3,705,926 8,502,388  

 ２ 繰延税金負債     297,176 807,911  

 ３ 再評価に係る繰延税金負債 ※2   ― 1,206,007  

 ４ 退職給付引当金     1,889,772 2,048,284  

 ５ 債務保証損失引当金     78,152 64,617  

 ６ その他固定負債     162,698 145,837  

   固定負債合計     6,133,726 9.7 12,775,047 23.6

  負債合計     57,896,398 91.6 48,560,394 89.8



  

  

    
前事業年度 

（平成17年３月31日） 

当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 注記 
番号 金額（千円）

構成比
（％）

金額（千円） 構成比
（％）

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※6   6,432,157 10.1 6,432,157 11.9

Ⅱ 資本剰余金        

 １ 資本準備金   6,000,000 ―    

 ２ その他資本剰余金     
  

4,338,079 
 
―

   

（1）資本金及び資本準備金 
減少差益      

    資本剰余金合計     10,338,079 16.3 ― ―

Ⅲ 利益剰余金        

 １ 当期未処分利益   ― 2,804    

 ２ 当期未処理損失   11,463,473 ―    

    利益剰余金合計     △11,463,473 △18.1 2,804 0.0

Ⅳ 土地再評価差額金 ※2   △552,196 △0.8 △1,974,675 △3.7

Ⅴ その他有価証券評価差額金     556,234 0.9 1,082,731 2.0

Ⅵ 自己株式 ※7   △11,292 △0.0 △17,472 △0.0

    資本合計     5,299,509 8.4 5,525,546 10.2

    負債・資本合計     63,195,907 100.0 54,085,940 100.0

             



② 【損益計算書】 

  

 

    
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

区分 注記 
番号 金額（千円）

百分比
（％） 金額（千円） 百分比

（％） 

Ⅰ 売上高       

 １ 完成工事高   72,090,312 76,834,655   

 ２ 不動産事業等売上高   629,949 72,720,262 100.0 1,206,712 78,041,368 100.0

Ⅱ 売上原価       

 １ 完成工事原価   66,889,516 71,758,213   

 ２ 不動産事業等売上原価   581,540 67,471,056 92.7 1,083,334 72,841,547 93.3

   売上総利益       

   １ 完成工事総利益   5,200,796 5,076,442   

   ２ 不動産事業等総利益   48,409 5,249,205 7.3 123,378 5,199,821 6.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費       

 １ 役員報酬   172,975 115,004   

 ２ 従業員給料手当   1,380,956 1,405,414   

 ３ 賞与引当金繰入額   51,232 57,987   

 ４ 退職金   30,486 26,774   

 ５ 退職給付費用   110,883 84,979   

 ６ 法定福利費   209,123 212,611   

 ７ 福利厚生費   45,673 55,407   

 ８ 修繕維持費   19,672 24,402   

 ９ 事務用品費   117,749 110,879   

 10 通信交通費   267,405 259,121   

 11 動力用水光熱費   45,366 43,865   

 12 調査研究費 ※１ 76,684 83,269   

 13 広告宣伝費   9,642 11,833   

 14 営業債権貸倒引当金繰入額   80,302 ―   

 15 営業債権貸倒損失   ― 2,473   

 16 交際費   188,678 168,394   

 17 寄付金   24,333 13,355   

 18 地代家賃   125,247 128,239   

 19 減価償却費   83,487 76,409   

 20 租税公課   109,640 89,055   

 21 保険料   5,068 7,008   

 22 雑費   345,571 3,500,181 4.8 328,353 3,304,840 4.3

   営業利益     1,749,023 2.4 1,894,980 2.4



  

 

    
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

区分 注記 
番号 金額（千円）

百分比
（％） 金額（千円） 百分比

（％） 

Ⅳ 営業外収益       

 １ 受取利息   12,665 11,566   

 ２ 有価証券利息   4,110 3,410   

 ３ 受取配当金   34,916 34,933   

 ４ 受取地代家賃   72,108 57,939   

５ 遅延損害金   25,000 ―   

 ６ 雑収入   59,751 208,551 0.3 40,056 147,905 0.2

Ⅴ 営業外費用       

 １ 支払利息   872,342 479,252   

２ 新株発行費償却   17,220 17,220   

３ 増資関連費用   54,921 ―   

 ４ 雑支出   107,762 1,052,248 1.4 51,231 547,705 0.7

   経常利益     905,327 1.2 1,495,180 1.9

Ⅵ 特別利益       

 １ 前期損益修正益 ※２ 51,459 22,529   

 ２ 固定資産売却益 ※４ ― 45,043   

 ３ 厚生年金基金解散益   ― 189,459   

 ４ その他特別利益   3,844 55,304 0.1 0 257,033 0.3

Ⅶ 特別損失       

 １ 前期損益修正損 ※３ 51,219 86,339   

 ２ 固定資産売却損 ※５ 341,499 56,957   

 ３ 減損損失 ※６ 3,275,499 59,488   

 ４ 販売用不動産評価損   3,625,118 121,290   

 ５ 貸倒引当金繰入額   2,463,563 98,307   

 ６ 適格年金終了損   ― 58,713   

 ７ その他特別損失   135,380 9,892,281 13.6 16,647 497,744 0.6

   税引前当期純利益     ― 1,254,468 1.6

   税引前当期純損失     8,931,649 △12.3 ― 

   法人税、住民税及び事業税   77,830 64,554   

   法人税等調整額   206,276 284,106 0.4 278,187 342,741 0.4

   当期純利益     ― 911,726 1.2

   当期純損失     9,215,756 △12.7 ― 

   前期繰越損失     609,634 1,125,393 

   土地再評価差額金取崩額     △1,638,081 216,471 

   当期未処分利益     ― 2,804 

   当期未処理損失     11,463,473 ― 

       



完成工事原価報告書 

 （注）原価計算の方法は、個別原価計算である。 

  

  

  

不動産事業等売上原価報告書 

 （注）原価計算の方法は、個別原価計算である。 

  

    
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

区分 注記 
番号 金額（千円）

百分比
（％） 金額（千円）

百分比 
（％） 

Ⅰ 材料費   7,994,534 12.0 9,250,792 12.9

Ⅱ 労務費   8,509,052 12.7 7,463,538 10.4

   （うち労務外注費）   （8,502,092） （12.7） （7,358,993） （10.3)

Ⅲ 外注費   44,642,319 66.7 48,536,664 67.6

Ⅳ 経費   5,743,609 8.6 6,507,218 9.1

   （うち人件費）   （2,925,352） （4.4） （3,260,208） （4.5)

計   66,889,516 100.0 71,758,213 100.0

      

    
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

区分 注記 
番号 金額（千円）

百分比
（％） 金額（千円）

百分比 
（％） 

Ⅰ 不動産事業売上原価     

土地代   114,876 19.8 751,937 69.4

建築費   36,248 6.2 11,808 1.0

経費   4,981 0.9 9,435 0.9

（うち人件費）   （－） （－） （－） （－）

Ⅱ 賃貸事業費用（原価）   409,332 70.4 302,982 28.0

Ⅲ 兼業事業費用（原価）   16,101 2.7 7,170 0.7

計   581,540 100.0 1,083,334 100.0

      



③ 【キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

 

   
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 税引前当期純利益  △8,931,649 1,254,468

 ２ 減価償却費  291,404 207,195

 ３ 減損損失  3,275,499 59,488

 ４ 固定資産売却益  △1,806 △45,042

 ５ 固定資産売却損  58,211 56,957

 ６ 固定資産除却損  1,951 2,634

 ７ 投資有価証券売却益  ― △0

 ８ 投資有価証券売却損  ― 0

 ９ 新株発行費償却  17,220 17,220

 10 増資関連費用  54,921 ―

 11 出資金償却損  △388 1,497

 12 貸倒引当金の増減額(減少：△)  1,492,852 △4,324

 13 退職給付引当金の増減額(減少：△)  57,517 158,512

 14 工事損失引当金の増減額(減少：△)  34,920 △34,920

 15 債務保証損失引当金の増減額(減少：△)  78,152 △13,535

 16 賞与引当金の増減額(減少：△)  △1,903 17,446

 17 完成工事補償引当金の増減額(減少：△)  5,197 252

 18 受取利息及び受取配当金  △51,692 △49,910

 19 支払利息  872,342 479,252

 20 特別退職金等  ― △1,575

 21 売上債権の増減額(増加：△)  899,304 △117,561

 22 たな卸資産の増減額(増加：△)  3,918,095 4,126,321

 23 その他資産の増減額(増加：△)  929,749 725,771

 24 仕入債務の増減額(減少：△)  1,055,273 93,913

 25 未成工事受入金の増減額(減少：△)  152,320 △4,994,781

 26 その他負債の増減額(減少：△)  973,425 △1,163,853

     小   計  5,180,920 775,428

 27 利息及び配当金の受取額  50,161 48,586

 28 利息の支払額  △854,740 △477,216

 29 特別退職金等の支払額  △16,170 △1,050

30 法人税等の支払額  △64,662 △82,158

   営業活動によるキャッシュ・フロー  4,295,509 263,590



  

  

 

   
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 投資有価証券の取得による支出  △11,908 △16,777

 ２ 投資有価証券の売却による収入  ― 20,001

 ３ 出資による支出  △50 ―

 ４ 出資金回収による収入  10,360 1,105

 ５ 有形・無形固定資産の取得による支出  △12,870 △2,908

 ６ 有形・無形固定資産の売却による収入  509,098 1,108,477

 ７ 貸付けによる支出  △213,535 △261,535

 ８ 貸付金の回収による収入  238,220 230,300

   投資活動によるキャッシュ・フロー  519,315 1,078,662

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 短期借入金の純増減額(減少：△)  △2,229,000 △4,230,000

 ２ 長期借入れによる収入  1,932,000 10,381,000

 ３ 長期借入金の返済による支出  △3,095,822 △11,271,386

 ４ 株式発行に伴う支出  △106,584 ―

 ５ 自己株式の取得による支出  △4,369 △6,180

 ６ 配当金の支払額  △1,029 ―

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △3,504,806 △5,126,566

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  1,310,018 △3,784,313

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  5,369,671 6,679,689

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  6,679,689 2,895,376

    



④ 【損失処理計算書及び利益処分計算書】 

 

損失処理計算書 利益処分計算書 

    

前事業年度 

（平成17年６月29日） 

（株主総会決議） 

  
  当事業年度 

（平成18年６月29日） 

（株主総会決議） 

区分 注記
番号 金額（千円) 区分

注記
番号

金額（千円) 

(当期未処理損失の処理)         

Ⅰ 当期未処理損失     11,463,473 Ⅰ 当期未処分利益    2,804 

Ⅱ 損失処理額      Ⅱ 次期繰越利益    2,804 

 １ その他資本剰余金 
からの振替額 

  4,338,079        

 ２ 資本準備金取崩額   6,000,000 10,338,079       

Ⅲ 次期繰越損失     1,125,393       

(その他資本剰余金の処分)            

Ⅰ その他資本剰余金     4,338,079      

Ⅱ その他資本剰余金 
処分額 

           

 １ 利益剰余金への 
振替額 

  4,338,079 4,338,079       

Ⅲ その他資本剰余金 
次期繰越額 

    ―      

            



重要な会計方針 

  

 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

１.有価証券の評価基準

及び評価方法 

（1）満期保有目的の債券 

…償却原価法（定額法） 

（2）関連会社株式 

…総平均法による原価法 

（3）その他有価証券 

…時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法(評

価差額は全部資本直入法により処理

し、売却原価は総平均法により算定) 

…時価のないもの 

総平均法による原価法 

（1）満期保有目的の債券 

同左 

（2）関連会社株式 

同左 

（3）その他有価証券 

…時価のあるもの 

同左 

  

  

…時価のないもの 

同左 

２.たな卸資産の評価基

準及び評価方法 

（1）販売用不動産個別法による原価法 

（2）未成工事支出金   同上 

（3）不動産事業支出金  同上 

（4）材料貯蔵品  総平均法による原価法 

（1）販売用不動産   同左 

（2）未成工事支出金   同左 

（3）不動産事業支出金  同左 

（4）材料貯蔵品     同左 

  

３.固定資産の減価償却

の方法 

（1）有形固定資産 

定率法によっている。 

ただし、建物（建物付属設備を除

く）、工具器具（移動性仮設建物を除

く）については、定額法によってい

る。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

ある。 

建  物     10 ～ 50年 

機械装置     ７ ～ 15年 

（1）有形固定資産 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  （2）無形固定資産 

定額法によっている。 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法によっている。 

（2）無形固定資産 

同左 

  

  

  

  （3）長期前払費用 

定額法によっている。 

（3）長期前払費用 

同左 

  

４.繰延資産の処理方法 新株発行費 

   商法施行規則の規定する最長期間

（３年間）にわたり均等償却してい

る。 

新株発行費 

   同左 

  

５.引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上している。 

（1）貸倒引当金 

同左 



  

  

 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

  （2）完成工事補償引当金 

完成工事及び売上販売用不動産に係る

かし担保の費用に備えるため、過去３

年間の実績率を基礎に将来の補償見込

みを加味して計上している。 

（2）完成工事補償引当金 

同左 

  

  

  （3）工事損失引当金 

受注工事の損失発生に備えるため、期

末手持工事うち、損失の発生が見込ま

れ、かつ、その金額を合理的に見積も

ることができる工事について、損失見

込額を計上している。 

―――― 

  （4）賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充てるため、職

員組合との支給協定額に基づき当期負

担分を見積って計上している。 

（3）賞与引当金 

同左 

  

  

  （5）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、当事業年度

末において発生していると認められる

額を計上している。 

なお、会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を費用処理して

いる。 

また、過去勤務債務及び数理計算上の

差異の費用処理方法は、以下のとおり

である。 

過去勤務債務 

その発生時の従業員の平均残存勤務期

間内の一定の年数（12年）による定額

法。 

数理計算上の差異 

その発生時の従業員の平均残存勤務期

間内の一定の年数（12年）による定額

法により、翌期から費用処理。 

（4）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、当事業年度

末において発生していると認められる

額を計上している。但し、閉鎖型年金

においては、制度移行に際して、退職

給付債務を上回る年金資産を移換した

結果、当事業年度末において、年金資

産が退職給付債務を超過しているた

め、投資その他の資産に前払年金費用 

（183,117千円）を計上している。 

なお、会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を費用処理して

いる。 

また、過去勤務債務及び数理計算上の

差異の費用処理方法は、以下のとおり

である。 

過去勤務債務 

その発生時の従業員の平均残存勤務期

間内の一定の年数（12年）による定額

法。 

数理計算上の差異 

その発生時の従業員の平均残存勤務期

間内の一定の年数（12年）による定額

法により、翌期から費用処理。 

  （6）債務保証損失引当金 

債務保証に係る損失に備えるため、被

保証先の財政状態等を勘案し、損失見

込額を計上している。 

（5）債務保証損失引当金 

同左 



  

  

  

 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

６.完成工事高の計上基

準 

長期大型工事（工期1年以上、請負金額

5億円以上）については工事進行基準

を、その他の工事については工事完成

基準を適用している。なお、工事進行

基準による完成工事高は25,178,492千

円、完成工事総利益は1,812,757千円で

ある。 

請負金額１億円以上の長期工事（工期1

年以上）については工事進行基準を、

その他の工事については工事完成基準

を適用している。なお、工事進行基準

による完成工事高は21,153,028千円、

完成工事総利益は1,042,359千円であ

る。 

（会計方針の変更） 

従来「工期1年以上、請負金額5億円以

上」の長期大型工事について、工事進

行基準を適用していたが、工事進行基

準の適用範囲を、請負金額１億円以上

の長期工事（工期1年以上）に変更し

た。 

この変更は、経済環境等の変化により

受注工事の請負金額が小型化傾向にあ

り、今後もその傾向が継続すると見込

まれることから、期間損益計算の更な

る適正化を図るために行ったものであ

る。 

この変更により、従来の基準によった

場合に比べ、完成工事高は1,762,655千

円、売上総利益、営業利益、経常利

益、及び税引前当期純利益が79,201千

円それぞれ増加している。 

７.リース取引の処理方

法 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっている。 

同左 

８.キャッシュ・フロー

計算書における資金

の範囲 

キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取

得日から３か月以内に償還期限の到来

する短期投資からなる。 

同左 



  

 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

９.その他財務諸表作成

のための基本となる

重要な事項 

（1）消費税等の会計処理 

消費税等に相当する額の会計処理は、

税抜方式によっている。 

（1）消費税等の会計処理 

同左 

  

  （2）固定資産の減損に係る会計基準 

固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会 平

成14年8月9日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第6号 平成15年10月

31日）が、平成16年３月31日に終了す

る事業年度に係る財務諸表から適用で

きることになったことに伴い、当事業

年度から同会計基準及び同適用指針を

適用している。 

これにより、営業利益及び経常利益は

39,167千円増加し、税引前当期純損失

は2,720,576千円多く計上されている。 

なお、減損損失累計額については、改

正後の財務諸表等規則に基づき、各資

産の金額から直接控除している。 

―――― 

  



表示方法の変更 

  

追加情報 

  
 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

―――― 固定資産売却益 

前事業年度まで特別損失の「その他特別利益」に含

めて表示していたが、特別損失の総額の100分の10を

超えたため、区分掲記することにした。 

なお、前事業年度における固定資産売却益は1,806千

円である。 

従来、投資事業有限責任組合の出資持分は、「その他

投資等」に含めて記載していたが、「証券取引法の一

部を改正する法律」（平成16年6月9日法律第97号）に

より当該出資持分が証券取引法上の有価証券と定義さ

れたことに伴い、当事業年度から「投資有価証券」に

含めて表示している。なお「投資有価証券」に含まれ

る当該出資持分は3,002千円である。 

―――― 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

（1）当社は、昨年中間期末において、一時的に債務超過

となったが、当該状況を解消すべく、財務体質の健

全化、及び、総合一貫管理体制の継続と徹底を基本

方針とする「中期経営改善計画」を策定した。当社

の主力金融機関である株式会社北國銀行及び株式会

社北陸銀行に対する120億円の債務の株式化による

優先株式の引受により、債務超過は解消している。 

また、受注戦略策定の段階から受注の確保、施工・

利益管理の徹底を一貫して行い、一方で販売費及び

一般管理費並びに金利を含めた総合的な一貫管理体

制を継続的かつ徹底的に実施し、更に、組織体制の

再チェックによる業務の見直し及び人員を適正に配

置することで販売費及び一般管理費の一層の削減を

図る等、引き続き適正な利益を確保すべく収益構造

の改善に努め、更なる利益向上を図っている。 

―――― 

（2）「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年3

月法律第9号）が平成15年3月31日に公布され、平成

16年4月1日以降開始する事業年度より法人事業税に

係る課税標準の一部が「付加価値額」及び「資本等

の金額」に変更されることになった。これに伴い、

「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算

書上の表示についての実務上の取扱い」（企業会計

基準委員会実務対応報告第12号）に基づき、「付加

価値額」及び「資本等の金額」に基づき算定された

法人事業税（23,010千円）については、当事業年度

から損益計算書中の「販売費及び一般管理費」に含

めて表示している。 

―――― 



  

 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

―――― （1）当社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制

度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けて

いたが、退職金制度全体の見直しを行い、平成17年7

月22日に厚生労働省より厚生年金基金の解散認可を

受け、同日を以って解散し、また、平成17年9月26日

には確定拠出年金制度の導入認可を受け、平成17年9

月30日適格退職年金制度を終了した。 

厚生年金基金制度の解散に伴い、退職一時金制度へ

移行し、また、適格退職年金制度の終了に伴い、平

成17年10月1日より、退職一時金制度へ移行するとと

もに、一部については確定拠出年金制度を新たに導

入し、年金受給者確定部分については閉鎖型年金へ

移行した。 

これらに伴い、「退職給付制度間の移行等に関する

会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用

し、特別利益に厚生年金基金解散益189,459千円、特

別損失に適格年金終了損58,713千円を計上してい

る。 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

※１ このうち関係会社に対するものは次のとおりで

ある。 

支払手形及び工事未払金 1,083,264千円 

※１ このうち関係会社に対するものは次のとおりであ

る。 

支払手形 802,291千円 

工事未払金 614,443千円 

※２ 「土地の再評価に関する法律」（平成10年法律

第34号）および「土地の再評価に関する法律の一

部を改正する法律」（平成13年法律第19号）に基

づき、事業用の土地の再評価を行い土地再評価差

額金を資本の部に計上している。 

※２ 「土地の再評価に関する法律」（平成10年法律第

34号）および「土地の再評価に関する法律の一部

を改正する法律」（平成13年法律第19号）に基づ

き、事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額

に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負

債」として負債の部に計上し、これを控除した金

額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上

している。 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第2条第1号に定める地価公

示法（昭和44年法律第49号）第6条に規定する標準

地について同条の規定により公示された価格、及

び同条第4号に定める地価税法(平成3年法律第69

号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基

礎となる土地の価格を算定するために国税庁長官

が定めて公表した方法により算定した価格に基づ

いて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出

している。 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第2条第1号に定める地価公

示法（昭和44年法律第49号）第6条に規定する標準

地について同条の規定により公示された価格、及

び同条第4号に定める地価税法（平成3年法律第69

号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の

基礎となる土地の価格を算定するために国税庁長

官が定めて公表した方法により算定した価格に基

づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算

出している。 

再評価を行った年月日    平成14年３月31日 

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地

の当事業年度末における時価の合計額と当該事業

用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

1,917,411千円 

再評価を行った年月日    平成14年３月31日 

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地

の当事業年度末における時価の合計額と当該事業

用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

2,244,604千円 

※３ 担保に供している資産は以下のとおりである。 

販売用不動産 1,835,839千円 

建物 4,655,544  

構築物 51,835  

土地 7,957,839  

借地権 135,486  

計 14,636,545  

※３ 担保に供している資産は以下のとおりである。 

販売用不動産 1,037,430千円 

建物 4,021,898  

構築物 29,183  

土地 7,529,963  

計 12,618,476  

担保資産に対応する債務 

  

上記のほか、工事契約保証の差入保証金の代用とし

て投資有価証券25,024千円を差し入れている。 

短期借入金 11,179,600千円 

長期借入金 3,702,000  

担保資産に対応する債務 

  

上記のほか、工事契約保証の差入保証金の代用とし

て有価証券25,010千円を差し入れている。 

短期借入金 1,642,000千円 

長期借入金 8,500,000  



  

  

次へ 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度
（平成18年３月31日） 

４ 下記の会社の分譲住宅販売に係る前受金受領額に

対して保証を行っている。 

愛松建設㈱ 2,900千円 

４ 下記の会社の分譲住宅販売に係る前受金受領額に

対して保証を行っている。 

㈱レボリューション 23,400千円 

㈱新昭和 38,700  

㈱プレサンス・コーポレーション 67,399  

計 129,499  

５ 受取手形割引高         2,407,713千円 

受取手形裏書譲渡高         85,890千円 

５ 受取手形割引高        1,762,233千円 

  

※６ 会社が発行する株式の総数  普通株式120,000千株 

Ａ種優先株式 12,000千株 

Ｂ種優先株式 12,000千株 

発行済株式の総数      普通株式 44,250千株 

Ａ種優先株式 12,000千株 

Ｂ種優先株式 12,000千株 

  

※６ 会社が発行する株式の総数  普通株式120,000千株 

Ａ種優先株式 12,000千株 

Ｂ種優先株式 12,000千株 

発行済株式の総数      普通株式 44,250千株 

Ａ種優先株式 12,000千株 

Ｂ種優先株式 12,000千株 

  

※７ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式105千株

である。 

※７ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式131千株

である。 

８ 平成15年6月27日開催の定時株主総会において、下

記の欠損てん補を行った。 

８ 平成15年6月27日開催の定時株主総会において、下

記の欠損てん補を行った。 

資本準備金          1,080,392千円 資本準備金          1,080,392千円 

９ 資本の欠損の額は7,136,685千円である。 ９ 資本の欠損の額は14,667千円である。 

10 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額 

556,234千円 

10 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額 

1,082,731千円 



（損益計算書関係） 

 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

※１ 研究開発費 
販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総
額は76,684千円である。 

※１ 研究開発費 
販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総
額は70,151千円である。 

※２ このうち主なものは、下記のとおりである。 

工事未払等修正益 51,459千円

※２ このうち主なものは、下記のとおりである。 

工事未払等修正益 21,088千円 

※３ このうち主なものは、下記のとおりである。 

工事未払等修正損 36,462千円

完成工事補償引当金不足額  12,542   

※３ このうち主なものは、下記のとおりである。 

工事未払等修正損 38,024千円 

  ※４ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりである。 

土地・建物 44,009千円 

その他 1,033  

計 45,043  

※５ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりである。 

土地・建物 58,123千円

ゴルフ会員権 283,287  

その他 88  

計 341,499  

※５ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりである。 

土地・建物等 56,957千円 

※６ 減損損失 
当社は、事業を建設事業と不動産賃貸事業に分
け、さらに建設事業については支店(ブロック)単
位に、不動産事業については賃貸不動産１物件毎
を単位にグルーピングを実施した。 
賃貸不動産のうち、営業損益が低迷している以
下の11件について、帳簿価額を回収可能価額まで
減額し、当該減少額を減損損失（3,275,499千円）
として特別損失に計上した。 
（1）関東地区 賃貸不動産 2件 

（2）北陸地区 賃貸不動産 4件 

（3）関西地区 賃貸不動産 4件 

（4）九州地区 賃貸不動産 1件 

  

なお、回収可能価額は正味売却価額又は使用価値
により算定しているが、正味売却価額については不
動産鑑定評価に基づいて算定し、使用価値について
は将来キャッシュ・フロー見積額を５％で割り引い
て算定している。 

建 物 811,063千円 

土 地 63,822  

 計 874,886  

建 物 1,441,415千円 

土 地 146,820  

借地権 239,599  

 計 1,827,835  

建 物 95,772千円 

構築物 1,693  

土 地 63,723  

 計 161,189  

建 物 372,248千円 

土 地 39,340  

 計 411,588  

※６ 減損損失 
当社は、事業を建設事業と不動産賃貸事業に分
け、さらに建設事業については支店(ブロック)単位
に、不動産事業については賃貸不動産１物件毎を単
位にグルーピングを実施した。 
その結果、資産の処分に関する意思決定を行った
賃貸不動産および厚生施設については、帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失
（59,488千円）として特別損失に計上した。 
（1）関東地区 賃貸不動産 1件 

  

（2）関西地区 厚生施設  1件 

  

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し

ているが、正味売却価額については売却予定額によ

り算定している。 

  

土 地 37,862千円 

土 地 21,626千円 



（キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

次へ 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

  

  

２ 重要な非資金取引の内容 

  当社は、平成17年3月16日に優先株式の発行による

第三者割当増資を実施した。 

現金預金勘定 6,679,689千円 

預入期間が3か月を超える定期預金 ――― 

取得日から3か月以内に償還期限の ―――   

到来する短期投資(有価証券)     

現金及び現金同等物 6,679,689  

短期借入金の減少額 500,000千円 

長期借入金の減少額 11,500,000  

資本金の増加額 6,000,000  

資本準備金の増加額 6,000,000  

１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

  

現金預金勘定 2,895,376千円 

預入期間が3か月を超える定期預金 ―――   

取得日から3か月以内に償還期限の ―――   

到来する短期投資(有価証券)     

現金及び現金同等物 2,895,376  



（リース取引関係） 

  

  

前へ 次へ 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定している。 

  
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却累
計額相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

工具器具・備品 121,758 36,236 85,522

その他 292,000 85,366 206,633

合計 413,758 121,602 292,155

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

同     左 

  
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却累
計額相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

工具器具・備品 117,744 49,249 68,494

その他 291,544 123,969 167,574

合計 409,288 173,219 236,069

  

② 未経過リース料期末残高相当額 

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定している。 

1年内 63,661 千円 

1年超 228,494   

計 292,155   

  

② 未経過リース料期末残高相当額 

同     左 

1年内 63,157 千円 

1年超 172,911   

計 236,069   

  

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 61,904 千円 

減価償却費相当額 61,904   

  

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 65,261 千円 

減価償却費相当額 65,261   

  

④ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっている。 

  

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はないため、項目等

の記載は省略している。 

  

  

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同     左 

  

  

（減損損失について） 

同     左 

  

  



（有価証券関係） 

１．売買目的有価証券 

該当なし。 

  

  

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

  

３．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  該当なし。 

 

種類 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

貸借対照表 
計上額 
（千円） 

時価 
（千円） 

差額
（千円） 

貸借対照表
計上額 
（千円） 

時価
（千円） 

差額 
（千円） 

(1)時価が貸借対照表計
上額を超えるもの 

         

①国債・地方債等 120,071 125,326 5,254 100,042 101,914 1,872 

②社債 ― ― ― ― ― ― 

③その他 ― ― ― ― ― ― 

小計 120,071 125,326 5,254 100,042 101,914 1,872 

(2)時価が貸借対照表計
上額を超えないもの 

         

①国債・地方債等 ― ― ― ― ― ― 

②社債 ― ― ― ― ― ― 

③その他 ― ― ― ― ― ― 

小計 ― ― ― ― ― ― 

合計 120,071 125,326 5,254 100,042 101,914 1,872 



  

４．その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

５．当事業年度中に売却したその他有価証券 

前 期（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 該当なし 

  

当 期（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 売却額及び売却損益の合計額の金額の重要性が乏しいため、注記を省略している。 

  

前へ 次へ 

種類 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

取得原価
（千円） 

貸借対照表 
計上額 
（千円） 

差額
（千円） 

取得原価
（千円） 

貸借対照表 
計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

（1）貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

         

①株式 1,757,619 2,707,611 949,992 1,834,584 3,657,041 1,822,456 

②債券          

国債・地方債等 ― ― ― ― ― ― 

社債 ― ― ― ― ― ― 

その他 ― ― ― ― ― ― 

③その他 ― ― ― ― ― ― 

小計 1,757,619 2,707,611 949,992 1,834,584 3,657,041 1,822,456 

（2）貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 

         

①株式 169,379 152,763 △16,615 95,420 89,628 △5,792 

②債券          

国債・地方債等 ― ― ― ― ― ― 

社債 ― ― ― ― ― ― 

その他 ― ― ― ― ― ― 

③その他 3,099 3,002 △97 496 496 ― 

小計 172,478 155,765 △16,712 95,916 90,124 △5,792 

合計 1,930,097 2,863,377 933,279 1,930,501 3,747,165 1,816,664 



６．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

（１）満期保有目的の債券 

該当なし。 

（２）その他有価証券 

  

  

７．その他有価証券のうち満期のあるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

 

種類 
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

非上場株式 （千円） 185,461 199,281 

種類 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

１年以内 
  

（千円） 

１年超 
５年以内 
（千円） 

５年超
10年以内 
（千円） 

10年超
  

（千円） 

１年以内
  

（千円） 

１年超
５年以内 
（千円） 

５年超 
10年以内 
（千円） 

10年超 
  

（千円） 

（1）債券 

①国債・地方債等 

②社債 

③その他 

（2）その他 

  

19,973 

― 

― 

― 

  

100,098 

― 

― 

― 

 

―

―

―

―

 

―

―

―

―

 

100,042

―

―

―

 

―

―

―

―

  

― 

― 

― 

― 

 

―

―

―

―

合計 19,973 100,098 ― ― 100,042 ― ― ―



（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っていないので、該当事項はない。 

  

  

当事業年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っていないので、該当事項はない。 

 



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

  

２．退職給付債務に関する事項 

  

  

 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

当社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制
度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けてい
る。なお、退職一時金制度の一部については、昭和40
年１月から適格退職年金制度への移行を段階的に行
い、昭和50年に55％に達し移行は完了している。ま
た、厚生年金基金は平成２年４月に設立し、第49期
（平成２年４月）より、退職一時金の一部（25％相当
額）を、厚生年金基金制度へ移行した。 
当社は、厚生年金基金の代行部分について、平成16年
３月31日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認
可を受けている。 
  

当社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制
度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けてい
たが、退職金制度全体の見直しを行い、平成17年7月22
日に厚生労働省より厚生年金基金の解散認可を受け、
同日を以って解散し、また、平成17年9月26日には確定
拠出年金制度の導入承認を受け、平成17年9月30日適格
退職年金制度を終了した。 
厚生年金基金制度の解散に伴い、退職一時金制度へ移
行し、また、適格退職年金制度の終了に伴い、平成17
年10月1日より、退職一時金制度へ移行するとともに、
一部については確定拠出年金制度を新たに導入し、年
金受給者確定部分については閉鎖型年金へ移行した。 

  
  

前事業年度
（平成17年３月31日） 

（千円） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

（千円） 

イ．退職給付債務 △4,933,322  △2,664,337   

ロ．年金資産 1,940,648  607,469   

ハ．未積立退職給付債務(イ＋ロ) △2,992,674  △2,056,867   

ニ．会計基準変更時差異の未処理額 928,263  431,429   

ホ．未認識数理計算上の差異 854,037  246,629   

へ．未認識過去勤務債務(債務の減額) △679,399 (注)１ △486,357   

ト．貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) △1,889,772  △1,865,167   

チ．前払年金費用 ―  183,117   

リ．退職給付引当金(ト－チ) △1,889,772  △2,048,284   

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

 
当事業年度

（平成18年３月31日） 

(注) １．厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一

時金制度における給付水準減額の制度変更を行っ

たことにより、過去勤務債務（債務の減額）が発

生している。 

  ―――― 



３．退職給付費用に関する事項 

  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

  

前へ 次へ 

  

前事業年度
（自平成16年４月１日 
至平成17年３月31日） 

（千円） 

当事業年度 
（自平成17年４月１日 
至平成18年３月31日） 

（千円） 

イ．勤務費用 169,510  133,255   

ロ．利息費用 120,498  86,841   

ハ．期待運用収益 △70,302  △45,130   

ニ．会計基準変更時差異の費用処理額 92,825  66,693   

ホ．数理計算上の差異の費用処理額 98,187  65,860   

ヘ．過去勤務債務の費用処理額 △64,700  △56,546   

ト．退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 346,018  250,974   

チ．厚生年金基金解散益 －  △189,459   

リ．適格年金終了損 －  58,713   

ヌ．確定拠出年金に係る要拠出額 －  11,843   

        計 346,018  132,071   

  
前事業年度

（自平成16年４月１日 
至平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自平成17年４月１日 
至平成18年３月31日） 

イ．退職給付見込額の期間配分方法 
  

期間定額基準
  

同左
  

ロ．割引率 
  

2.5％ 
  

2.5％
  

ハ．期待運用収益率 
  
  

適格退職年金 4.0％
厚生年金基金 4.0％ 
  

閉鎖型年金  4.0％ 
（適格退職年金 4.0％ 
厚生年金基金 4.0％） 

  
ニ．過去勤務債務の額の処理年数 
  
  

12年（発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数による
定額法による。） 
  

12年（発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数による
定額法による。） 
  

ホ．数理計算上の差異の処理年数 12年（発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、翌期から費用処理
することとしている。） 

12年（発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、翌期から費用処理
することとしている。） 

ヘ．会計基準変更時差異の処理年数 15年 15年



（税効果会計関係） 

  

  

 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度
（平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

繰延税金資産     繰延税金資産     

販売用不動産損金否認額 3,042,520 千円 販売用不動産損金否認額 2,077,342 千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 2,170,118  貸倒引当金損金算入限度超過額 1,925,274  

退職給付引当金損金算入限度超過額 762,274  退職給付引当金損金算入限度超過額 831,272  

減損損失 1,099,112  減損損失 369,471  

税務上の繰越欠損金 1,383,177   税務上の繰越欠損金 2,999,598   

その他 589,365  その他 566,359  

繰延税金資産小計 9,046,569  繰延税金資産小計 8,769,318  

評価性引当額 △8,842,361  評価性引当額 △8,769,318  

繰延税金資産合計 204,208  繰延税金資産合計 ―  

繰延税金負債    繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △377,044  前払年金費用 △73,979  

繰延税金資産（負債）の純額 △172,836  その他有価証券評価差額金 △733,932  

     繰延税金負債合計 △807,911  

     繰延税金資産（負債）の純額 △807,911  

  
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳 

 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳 

 
税引前当期純損失のため記載していない。 

  
  

法定実効税率 40.4 ％ 

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されない項目 10.8   

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.5   

住民税均等割等 4.1   

評価性引当金 △5.8   

土地再評価差額金の取崩 △21.1   

その他 △0.5   

税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.3   



（持分法損益等） 

  

  

前へ 

  
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

関連会社に対する投資の金額（千円） 72,835 72,835 

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 111,749 112,352 

持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円） 19,426 3,161 



【関連当事者との取引】 

前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

（1）親会社及び法人主要株主等 

該当事項なし。 

  

（2）役員及び個人主要株主等 

該当事項なし。 

  

（3）子会社等 

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

１ 上記各社への当社施工工事の発注及び資材等の購入については、市場価格を参考に決定している。 

２ 上記各社からの工事受注については、市場価格を参考に一般的取引条件と同様に決定している。 

３．※持分は100分の20未満であるが、実質的な影響力を持っているため関連会社としている。 

  

  

（4）兄弟会社等 

該当事項なし。 

 

属性 
会社等の 
名称 

住所 
資本金 
（千円） 

事業の 
内容又は 
職業 

議決権等の

所有（被所

有）割合

（％） 

関係内容
取引の

内容 
取引金額

（千円） 
科目 

期末残高

（千円） 役員の

兼任等 
事業上の

関係 

関連 
会社 
  

石川舗道㈱ 

※ 

石川県 
小松市 

30,000 舗装工事及

び舗装材料

の販売 

（所有） 
直接 
19.6% 

－ 当社施工工

事の発注 
－ － － －

㈱真和 石川県 
金沢市 

50,000 建築請負及

び資材の販

売 
不動産事業 

（所有） 
直接 
25% 

兼任1名 当社施工工

事の発注 
資材等の購

入 

工事の発注

資材の購入

  

2,493,343

 

 

 

支払手形及

び工事未払

金 

1,082,687

ピーエムコン

クリート㈱ 
石川県白

山市 

50,000 生コンクリ

ートの製造

販売 

（所有） 
直接 
39% 

兼任1名 資材の購入 － － － －

白山ゴルフ㈱ 
※ 

石川県能

美市 
200,500 ゴルフ場の

経営 
（所有） 
直接 
19.9% 

兼任2名 工事の

受注 
－ － － －



当事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

（1）親会社及び法人主要株主等 

   該当事項なし。 

  

（2）役員及び個人主要株主等 

   該当事項なし。 

  

（3）子会社等 

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

１ 上記各社への当社施工工事の発注及び資材等の購入については、市場価格を参考に決定している。 

２ 上記各社からの工事受注については、市場価格を参考に一般的取引条件と同様に決定している。 

３．※持分は100分の20未満であるが、実質的な影響力を持っているため関連会社としている。 

  

  

（4）兄弟会社等 

該当事項なし。 

 

属性 
会社等の 
名称 

住所 
資本金 
（千円） 

事業の 
内容又は 
職業 

議決権等の

所有（被所

有）割合

（％） 

関係内容
取引の

内容 
取引金額

（千円） 
科目 

期末残高

（千円） 役員の

兼任等 
事業上の

関係 

関連 
会社 
  

石川舗道㈱ 

※ 

石川県 
小松市 

30,000 舗装工事及

び舗装材料

の販売 

（所有） 
直接 
19.6% 

兼任1名 当社施工工

事の発注 
工事の発注

  
22,221

 

工事未払金 10,815

 

㈱真和 石川県 
金沢市 

50,000 建築請負及

び資材の販

売 
不動産事業 

（所有） 
直接 
25% 

兼任1名 当社施工工

事の発注 
資材等の購

入 

工事の発注

資材の購入

  

3,570,969

 

 

 

支払手形及

び工事未払

金 

1,405,919

ピーエムコン

クリート㈱ 
石川県白

山市 

50,000 生コンクリ

ートの製造

販売 

（所有） 
直接 
39% 

兼任1名 資材の購入 － － － －

白山ゴルフ㈱ 
※ 

石川県能

美市 
200,500 ゴルフ場の

経営 
（所有） 
直接 
19.9% 

－ 工事の

受注 
－ － － －



   （１株当たり情報） 

  
（注）１株当たり当期純損益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

前事業年度
（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 △151.78円 １株当たり純資産額 △146.74円 

１株当たり当期純損失 208.66円 １株当たり当期純利益 20.65円 

  
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額については、１
株当たり当期純損失が計上さ
れているため、記載していな
い。 

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

  
6.68円 

    

  前事業年度
（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

１株当たり当期純損益     

当期純損益        （千円） △9,215,756 911,726 

普通株主に帰属しない金額 （千円） ――― ――― 

普通株式に係る当期純損益 （千円） △9,215,756 911,726 

普通株式の期中平均株式数 （千株） 44,166 44,134 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     

当期純利益調整額     （千円） ――― ――― 

普通株式増加数      （千株） ――― 92,307 

（うちＡ種優先株式）   （千株） ――― 46,153 

（うちＢ種優先株式）   （千株） ――― 46,153 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり当期純利益の算定に含め
なかった潜在株式の概要 

  

Ａ種優先株式    12,000千株 
Ｂ種優先株式    12,000千株 
なお、これらの概要は「株式等の状
況」に記載のとおりである。 

  

――― 



⑤ 【附属明細表】 

 【有価証券明細表】 

【株式】 

  

【債券】 

  

【その他】 

  

 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

投資有価証券 その他有価証券 

㈱ほくほくフィナンシャルグループ 2,832,829 1,464,572 

㈱北國銀行 2,589,513 1,447,538 

コマニー㈱ 72,930 132,003 

北陸電力㈱ 53,658 131,998 

㈱三菱東京UFJフィナンシャルグループ 62 113,184 

三谷産業㈱ 326,700 101,277 

首都圏新都市鉄道㈱ 2,000 100,000 

扶桑薬品工業㈱ 225,764 89,628 

津田駒工業㈱ 212,530 58,870 

西日本旅客鉄道㈱ 75 37,275 

その他44銘柄 333,091 269,602 

小計 6,649,154 3,945,950 

計 6,649,154 3,945,950 

銘柄 券面総額(千円)
貸借対照表計上額 

(千円) 

有価証券 
満期保有 
目的の債券 

第191回2.8分利付国債 100,000 100,042 

計 100,000 100,042 

種類及び銘柄 投資口数等(口)
貸借対照表計上額 

(千円) 

投資有価証券 その他有価証券 
（投資事業有限責任組合契約）

投資事業有限責任組合への出資(１銘柄) 
1 496 

計 1 496 



【有形固定資産等明細表】 

    
（注）「当期減少額」欄のうち主なものは次のとおりである。 

建  物   パークプラザ新光  売却  1,147,910千円 

新潟真和ビル    売却   497,388千円 

なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで、減損損失の計上額である。 

  

【社債明細表】 

該当事項なし。 

 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額

（千円） 
当期末残高

（千円） 

当期末減価

償却累計額 
又は償却累計額

（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末

残高 
（千円） 

有形固定資産          

建物 10,671,977 3,560 1,763,261 8,912,275 4,308,459 172,275 4,603,815

構築物 263,944 219 76,636 187,527 155,138 4,057 32,389

機械装置 568,369 ― 43,574 524,794 496,825 824 27,969

車両運搬具 98,256 ― 6,345 91,910 85,040 2,052 6,870

工具器具・備品 467,010 210 19,372 447,847 381,700 27,216 66,147

土地 9,145,788 ― 480,738

(59,488)

8,665,049 ― ― 8,665,049

有形固定資産計 21,215,346 3,989 

  

2,389,929

(59,488)

18,829,406 5,427,164 206,424 13,402,241

無形固定資産           

借地権 138,173 ― 135,486 2,687 ― ― 2,687

その他無形固定資産 36,121 1,379 ― 37,499 2,926 769 34,573

無形固定資産計 174,294 1,379 135,486 40,187 2,926 769 37,260

長期前払費用 12,162 ― 3,676 8,486 7,045 1,195 1,441

繰延資産 
          

新株発行費 51,662 ― ― 51,662 34,441 17,220 17,220

繰延資産計 51,662 ― ― 51,662 34,441 17,220 17,220



【借入金等明細表】 

（注）１．平均利率は、期末残高に対する加重平均利率を記載している。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内の返済予定額は以下のとおりである。 

  

 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高
（千円） 

平均利率
（％） 

返済期限 

短期借入金 5,769,000 1,539,000 2.646 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 5,834,386 147,538 3.015 ― 

長期借入金（１年以内に返済予定
のものを除く。） 

3,705,926 8,502,388 3.017 平成19年9月～平成26年9月 

その他の有利子負債 ― ― ― ― 

合計 15,309,313 10,188,926 ― ― 

  
１年超 
２年以内 

２年超
３年以内 

３年超
４年以内 

４年超 
５年以内 

長期借入金（千円） 7,000,666 1,500,666 499 333



【資本金等明細表】 

（注）１．当期末における自己株式数は、131,673株である。 

２．資本準備金及びその他資本剰余金の当期減少額は、前期決算の欠損填補によるものである。 

【引当金明細表】 

（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、法人税法の規定による洗替額である。 

２．債務保証損失引当金の「当期減少額（目的使用）」と、貸倒引当金繰入額（13,535千円）とを相殺している。 

  

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（千円） 6,432,157 ― ― 6,432,157

資本金のうち 

既発行株式 

普通株式 
（株） （注１） 

(44,250,668) (  ―  ) (  ―  ) (44,250,668)

普通株式 
（千円） 

432,157 ― ― 432,157

Ａ種優先株式 
（株） 

(12,000,000) (  ―  ) (  ―  ) (12,000,000)

Ａ種優先株式 
（千円） 

3,000,000 ― ― 3,000,000

Ｂ種優先株式 
（株） 

(12,000,000) (  ―  ) (  ―  ) (12,000,000)

Ｂ種優先株式 
（千円） 

3,000,000 ― ― 3,000,000

計（株） (68,250,668) (  ―  ) (  ―  ) (68,250,668)

計（千円） 6,432,157 ― ― 6,432,157

資本準備金 

及びその他資本 

剰余金 

（資本準備金） 
株式払込剰余金 
（千円）（注２） 

6,000,000 ― 6,000,000 ―

（その他資本剰余金） 
資本金及び資本準備金

減少差益 
（千円）（注２） 

4,338,079 ― 4,338,079 ―

計（千円） 10,338,079 ― 10,338,079 ―

利益準備金 

及び 

任意積立金 

（利益準備金） 
（千円） 

― ― ― ―

（任意積立金） 
（千円） 

― ― ― ―

計（千円） ― ― ― ―

区分 前期末残高 
（千円） 

当期増加額
（千円） 

当期減少額
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 9,231,964 9,227,640 116,167 9,115,797 9,227,640

完成工事補償引当金 71,672 71,924 71,672 ― 71,924

工事損失引当金 34,920 ― 34,920 ― ―

賞与引当金 138,097 155,543 138,097 ― 155,543

債務保証損失引当金 78,152 ― 13,535 ― 64,617



（2）【主な資産及び負債の内容】 

（1）資産の部 

（イ）現金預金 

  

（ロ）受取手形 

（a）相手先別内訳 

  

（b）決済月別内訳 

  

 

区分 金額（千円）

現金 8,048 

預金 

当座預金 37,382 

普通預金 2,844,944 

定期預金 5,000 

計 2,887,327 

合計 2,895,376 

相手先 金額（千円）

(医)慈恵会 新須磨病院 171,444 

㈱リクルートコスモス 86,800 

セントラルホームズ㈱ 18,239 

積水ハウス㈱ 16,400 

東洋クローム㈱ 6,500 

その他 10,240 

計 309,623 

決済月 金額（千円）

平成18年４月 6,300 

    ５月 6,300 

    ６月 9,550 

    ７月 113,440 

    ８月 18,239 

    ９月 19,147 

    10月以降 136,647 

計 309,623 



（ハ）完成工事未収入金 

（a）相手先別内訳 

  

（b）滞留状況 

  

（ニ）販売用不動産 

      このうち土地の内訳は、次のとおりである。 

 

相手先 金額（千円）

社）元気寿会 604,607 

大倉建設㈱ 505,746 

東急不動産㈱ 457,950 

東京建物㈱ 451,500 

篠岡建設㈱ 322,382 

その他 17,445,242 

計 19,787,428 

発生時 
完成工事未収入金

完成工事 不動産事業等 計 

平成18年３月期計上額 

（千円） 
19,049,503 9,759 19,059,262

平成17年３月期以前計上額 

（千円） 
725,036 3,130 728,166

計 19,774,539 12,889 19,787,428

区分 金額（千円）

土地 1,134,912

建物 20,227

計 1,155,140

区分 面積（㎡） 金額（千円） 

関東地区 64,506.00 139,479 

北陸地区 5,002.10 392,974 

関西地区 11,589.36 403,677 

九州地区 5,693.66 194,000 

その他の地区 21,477.49 4,780 

計 108,268.61 1,134,912 



（ホ）未成工事支出金 

      期末の残高の内訳は次のとおりである。 

  

（ヘ）長期営業外未収入金 

  

 

期首残高（千円） 当期支出額（千円） 
完成工事原価への振替額

（千円） 
期末残高（千円） 

11,497,942 68,599,756 71,817,954 8,279,745 

材料費 1,945,311千円

労務費 2,247,874

外注費 2,740,304

経費 1,346,254

計 8,279,745

相手先 金額（千円）

ダイヤモンドゴルフ㈱ 4,289,013 

㈱三明 3,433,986 

㈱大島商会 1,342,969 

計 9,065,969 



（2）負債の部 

（イ）支払手形 

（a）相手先別内訳 

（b）決済月別内訳 

  

（ロ）工事未払金 

  

（ハ）未成工事受入金 

  

 

相手先 金額（千円）

㈱真和 802,291 

三谷商事㈱ 317,370 

㈱トーエネック 231,200 

中出鉄工㈱ 217,610 

三谷エンジニアリング 216,610 

その他 8,981,872 

計 10,766,954 

決済月 金額（千円）

平成18年４月 2,372,202 

    ５月 2,708,415 

    ６月 2,771,894 

    ７月 2,914,441 

計 10,766,954 

相手先 金額（千円）

㈱真和 603,628 

堀井鉄工㈱ 259,746 

須賀工業㈱ 219,720 

㈱トーエネック 193,227 

㈱三栄工務店 182,372 

その他 13,996,221 

計 15,454,916 

期首残高（千円） 当期受入額（千円） 
完成工事高への振替額

（千円） 
期末残高（千円） 

11,479,225 54,045,395 59,040,176 6,484,444 



  

（3）【その他】 

当社は、平成２年竣工引渡し建築工事の瑕疵を理由として、当該工事の発注者から中央建設工事紛争審査会に仲裁の申立て

を受けている。 

なお、現時点において仲裁の結果を予測することは、困難である。 



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

（注）平成18年6月29日開催の定時株主総会決議により、定款の一部変更が行われ、当社の公告方法は次のとおりとなっ

た。 

当会社の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができ

ないとき、大阪市に於て発行する日本経済新聞に掲載する。 

  

決算期 ３月31日 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 10,000株券、1,000株券、500株券、100株券、100株未満株券 

中間配当基準日 なし 

１単元の株式数 1,000株 

株式の名義書換え 

取扱場所 

株主名簿管理人 

取次所 

  

名義書換手数料 

新券交付手数料 

  

大阪市中央区伏見町3丁目6番3号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社大阪支店証券代行部 

東京都千代田区丸の内1丁目4番3号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社本店・全国各支店 

野村證券株式会社本店・全国各支店 

無料 

無料 

単元未満株式の買取り 

取扱場所 

株主名簿管理人 

取次所 

  

買取手数料 

  

大阪市中央区伏見町3丁目6番3号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社大阪支店証券代行部 

東京都千代田区丸の内1丁目4番3号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社本店・全国各支店 

野村證券株式会社本店・全国各支店 

下記の算式により１単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式

の数で按分した額。 

（算 式）１株当たりの買取価格に１単元の株式数を乗じた合計金額のうち 

     100万円以下の金額につき     1.150％ 

     100万円を超える金額につき    0.900％ 

     （円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。） 

     ただし、１単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、

2,500円とする。 

公告掲載方法 大阪市に於て発行する日本経済新聞 

株主に対する特典 なし 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

  当社は、親会社等がない。 

  

２【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から本有価証券報告書提出日までの間において、関東財務局長に提出した証券取引法第25条

第1項各号に掲げる書類は、次のとおりである。 

  

  

1．有価証券報告書及びそ

の添付書類 

（ 事業年度 
（第63期） 

自平成16年４月１日 
至平成17年３月31日 ） 平成17年６月30日提出 

2．半期報告書 

  

（ 第64期中 自平成17年４月１日 
至平成17年９月30日 ） 平成17年12月22日提出 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。 



  

平成17年６月30日

真 柄 建 設 株 式 会 社 

取 締役 会  御 中 

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている真柄

建設株式会社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第63期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、キャッシュ・フロー計算書、損失処理計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、真柄

建設株式会社の平成17年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な会計方針に記載されているとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損に係る会計基準を適用しているた

め、当該会計基準により財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

  

  

独立監査人の監査報告書 

新 日 本 監 査 法 人 

  

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士  野  村  精  一 

  

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  池  田  裕  之 

  
上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別途保管してい

る。 



  

平成18年６月30日

真 柄 建 設 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている真柄建

設株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第64期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、真柄建

設株式会社の平成18年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な会計方針に記載されているとおり、会社は工事進行基準を適用する長期大型工事の範囲を変更した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

独立監査人の監査報告書 

新 日 本 監 査 法 人 

  

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  野  村  精  一 

  

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  安  久     彰 

  
上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管している。
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